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議 事 日 程 

令和２年９月８日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  質問者は、豊能町議会運営に関する申し

合せ事項の会議規則に関わる申し合せ事項

に記されているように、通告にない質問は

できません。また、質疑・答弁を合わせて

５０分と限られていますので、答弁者は簡

潔明瞭に答弁をしてください。 

  順次発言を許します。質問者は質問者席

に登壇して質問を行ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて５

０分とします。 

  川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  おはようございます。 

  久しぶりのトップバッターとして質問さ

せていただきます。簡潔なる答弁をよろし

くお願いいたします。 

  まず町の将来像について。今年に入りま

して天災がたくさん起こっておりますし、

７月は長雨が続き、８月には日照りが続い

て農作物が高騰しておるというような状況

の中で、今年、年始めからコロナというの

が発生いたしまして、これが世界中に蔓延

をしております。そして日本にも蔓延して、

今後これが収まった場合には日本の社会構

造がどのように変化していくか、これを考

えますと我々も非常に影響があろうと思い

ます。これにつきまして、町長、このコロ

ナ収まった場合、豊能町は今後どのように

なっていくか、考えておられることがあれ

ば答弁していただきたいと思います。また、

副町長もよろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。よろしくお願いい

たします。 

  非常に幅広くの御質問でございますけれ

ども、本当にコロナに関してここまで世界

構造が大きく変化するということは思って

おりませんでした。日本ではいわゆるソー

シャルディスタンスでありますとか、マス

クの重要性とか、そういうところが叫ばれ

て、同時に医療崩壊というところが叫ばれ

ております。さらにオリンピック・パラリ

ンピックの中止でありますとか、たくさん

の問題が掲げられております。今後、我々

の周りにということですけども、国は今後

も仕事の在り方、そして先端技術も含めて、

これから産業構造を回復するためにたくさ

んの投資がされてくると思います。それか

ら教育面でも大きな変化が出てくる。それ

から医療面でも、これからはいわゆるワク

チンということも含めまして変わってくる

というように思います。我々が取り巻く環

境というところでございますけれども、国

は今まで大量に経済回復、そして国民の安

全を守るためにたくさんの投資をします。

それをいわゆるコロナの終えんが終わりま

したところは引締めにかかるというように

感じております。特に我々の、地方税、交

付金で賄っている我々のところからすると

その動向に本当に注意しないといけないと

いうように思ってます。特に我々のところ

が今から準備できるところというと、いわ

ゆる私たちの構造を変えるということもあ

りますけれども、特に準備がかかるオンラ

イン化であるとか、それからデジタル化に
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向けてしっかりと取り組まないといけない

と思います。それから縮小構造ということ

になってくると思いますけれども、このコ

ロナが終えんしたときには人の移動もたく

さん出てくるということもあって、それら

のものに向けて先手が打てるような形で、

観光でありますとか地域力アップ、こうい

うところもしていかないといけないという

ように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  おはようございます。 

  先ほど町長から、デジタル化、オンライ

ン化というお話ございましたけれども、今

回のコロナの関係で一番特徴的だったのは

その点じゃないかなと思います。ただ、こ

の期間中で私が強く感じたことは、やはり

人間の本能とか本質というのは変わらなく

て、直接お話ししたりとか直接見たり触れ

たりということが大事で、それを求めてる

方もたくさんおられるということです。で

すのでどんな時代になったとしてもそうい

った直接触れ合うことは必要なことだと思

いますので、それらがうまく両立できるよ

うな社会になっていく必要があるのではな

いかなと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  このコロナが早いんか、あるいはまた中

国の進出が早いか分かりませんけれども、

今、中国では、中国の国自体が全体主義を

目指して、世界を自分の国のようにしたい

というような考え方で、今、全世界にいろ

いろな形で出て進出しております。例えば

ウイグル族ですか。それの漢民族化、ある

いはまた香港に対する国家安全維持法、こ

れを施行して中国化にしたいと。そしてま

た台湾、尖閣諸島、これらも自分のものに

したいと。そして自由主義国家である筆頭

のアメリカに対抗して全世界を我が中国の

考え方にもっていきたいというようなこと

で中国は今しておりますし、このコロナの

原因も中国が人工的に作ったもんちゃうか

というふうに言われております。そういう

世界情勢の中で、我が日本も、先ほど町長

おっしゃったようにいろいろな形で、今後、

経済的にも、あるいは考え方そのものが変

わってくると思います。そしてこの豊能町

においても、この間新聞に出ておりました

けれども、子どもの数ですね。出生率の低

下、市区町村別合計特殊出生率が豊能町は

全国の市区町村の中でワースト１やという

ふうに出ておりましたけれども、この特殊

出生率というのはどういう具合に理解した

らええんか、ちょっと分かりませんけども、

分かりやすいように説明をしていただけま

せんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  おはようございます。 

  合計特殊出生率についての御質問でござ

いますが、合計特殊出生率とは１５歳から

４９歳までの女性の年齢別の出生率を合計

したものでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  もうひとつ分かりませんねんけどね。１

５歳から４９歳までの女性の出生率、それ

はどういうことかな。ちょっともう一遍。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 
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○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。１５歳から４９歳まで

の女性の年齢別の出生率を合計したもので

ございまして、１人の女性がその年齢別の

出生率で一生の間に産むとしたときの子ど

もの数に相当するというものでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ということは、女性がその年齢の間に子

どもを何人産むかと。だから豊能町は１５

歳から４９歳までの女性が少ないから、だ

から出生率も少ないということですかな。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  本町におきましては２０代から３０代の

出生率が、２０代から３０代の女性の出生

される率が低いということでございまして、

これが本町の合計特殊出生率が低い原因と

なっております。本町で出産する世代の女

性が転出される方が多いということで、転

出超過によるものが要因となっております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ということは、先ほど副町長がおっしゃ

ったように、デジタル化、ＩＴ化になると、

会わんでも経済構造が進んでいくというこ

とで、やっぱり人間は対人間として会いた

いとか、そういう気持ちが出てくるという

ことは、子どもも、よく愛の結晶言いまん

がな。今後はやるのが試験管ベイビーがは

やるのちゃうかという具合に思うねんけど、

その辺はどないでっかな。答えられません

か。やっぱり人と人と会うていろいろな話

をすると。これはやっぱり我々人間に与え

られたものや思いますわ。豊能町も今現在、

あまりコロナには影響ありませんわな。と

いうのは公務員の数が多い、よそと比べて

ね。年金生活者も多いと。コロナがはやっ

たから年金が少のうなる、コロナがはやっ

たから公務員の給料が安なる、それは全然

聞きませんわな。商売人が少ないというこ

とで、豊能町はあまり今のところコロナに

対する影響はないけれども、今後、今先ほ

ど答弁あったように、子どもの生まれる数

が少なくなると余計にその豊能町は人口が

減ってきて、恐らくもう今後１０年、１５

年後ぐらいには豊能町自体がなくなってし

まうんちゃうかという具合に懸念するわけ

ですわ。そのためには、やっぱり豊能町生

き残るためにはいろいろなこと考えていか

ないかんということで、そこでまず新生児

の手当についての考え方。これは具体的に、

町長、新生児に対する手当の考え方、具体

的に考えておられれば答弁していただきた

いと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  少し先ほどのものに触れますけれども、

私たちの豊能町の中は２０代から３０代の

方々、女性の方々だけではなくて男性も含

めてですけれども、まず学校に行くという

ことでそのタイミング、そして結婚を機に

外に出ていかれるということです。反面、

最近の場合は少し転入と転出というところ

が、大体転出のピークが４月にあります。

転入に関しては１２月ぐらいからたくさん

あると。ただ、今現在は転出のほうが転入

よりも上回っているということで、大分動

きは出てきているというように思います。

そのためには我々の将来を考えますと、若

者が住みたくなるまち、そして子育てがし

やすいまち、これをしていかないといけま
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せんので、今、議員がおっしゃられるよう

に、子育てに関して、子どもの給付に関し

て、それからその世代に対してたくさんの

施策を打っていかないといけませんけれど

も、新生児に関しては我々はソフト面も含

めて全国よりも劣っているということはな

くて、全国並みと言ったら変ですけれども、

そういうところですので、これからはもっ

ともっとそのソフト面、いわゆる子育て環

境を整えるような、そういうものに、限ら

れた財源でございますので投資をしていき

たいなというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  まず子どもを豊能町で産まなければなら

ない、育てなければならない、住み続けて

いただきたい。このようにしてもらうため

には具体的にどういう施策をするのか、こ

れは必要やと思いますわ。例えば先ほど言

うたように、新生児についての手当てにつ

いての考え方、例えば池田市なんか３人目

が産まれたら軽の車でっか、それをその家

庭に与える、贈呈するというようなことあ

るしね。例えば、私は豊能町に住んで新生

児が産まれたら、例えば固定資産税の減免

とか、あるいはまた現金の配付、これも１

０万円や２０万円やなしに最低でも１００

万円以上配付すると。１０人住んでも1,０

００万円ですわ。そしたらこの前、一つの

例挙げると、光風台６丁目でっか、山崩れ

起きて大方１億円近い金出てますわな。出

ますわな。あれちょっと考え直せれば1,０

００万円や2,０００万円の金、すぐ浮いて

くると思いまんのや。だからやっぱり考え

方としては、そういうあっと驚くような、

豊能町に住んだら１００万円もらえんのや

というようなことが必要やと思うけども、

具体的に新生児の手当について考えておら

れますか、おられませんか。具体的に答弁

していただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  具体的にということですけれども、具体

的に言うと今現在は考えておりません。こ

れは必要だと思っておりますけれども、今、

財政面のところ、それから今までまち・ひ

と・しごと創生計画、その中でのアンケー

トも含めまして、やはり一番求むのは直接

的なものではなくてソフト面の充実という

ところが言われておりますので、そういう

子育てに寄り添った形のソフト面、これも

私たちは充実させてるつもりですけれども、

さらに要望があるということですので、そ

れはもっと充実をさせていきたいと思って

ます。 

  それから税の減免に関しては、これは皆

さんの公平なるものをしていかないといけ

ませんので、頂くものは皆さんから頂いて、

その代わり必要なサービスを必要な方にち

ゃんと届けるというような形にしていかな

いといけませんので、子育てに関する施策

に関して、ソフト面を、先ほどもおっしゃ

ったとおり充実をさせていくということで

協議をさせていただいているところです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  全国に、1,８００以上でっかな、市町村

あるのは。全国と同じように、同じような

レベルで考えると、豊能町に住むよりそれ

以上に住みやすいところがあると思います

わ。だからやっぱり特別なことをしていか

んと豊能町に住もうかという気が起こらな

いと思いまんねん。人間というのは浅まし

いもんで、そのソフト面とかいろいろ言う
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けども、結局行き着くところは現金ですわ。

それが人間の私は本能や思いまんねん。だ

から少々でもそういう形でやっていくと、

もっとほかにもいろいろな考え方あるけど

も、それを複合的に合わせて情報発信する

ということをしていかんと豊能町に住もう

かという気にならんと思いますわ。ほんで

いつも私、一般質問のときに言うてるよう

に、子ども、幼稚園、保育所から幼稚園行

って小学校、中学校、高校、大学行って社

会人になるまでは金要りますわな。教育面

に関して全て費用を免除すると。中学生ま

では町が全部教育に関して補填すると。高

校、大学になれば奨学金制度で利用して行

ってもらうと。社会人になって、例えば豊

能町以外のとこに住むあるいは結婚して以

外のとこに行くとなれば、その奨学金は返

してくれと。豊能町に住み続けたら返して

いらんと。そういう具体的なことをすると、

若い人でも、ほな豊能町に住んでみようか

という気になる可能性はあんのんちゃうか

なと思いますけども、その辺町長どないで

っか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおりで、私たちのところ、

今現在やってるものは当たり前のことは当

たり前のようにやってる。言い換えれば全

く特徴がないということですので、特徴づ

けをしっかりとしていかないといけないと

思います。働くために出ていくということ

ですから、やはり根本的にはこの豊能町の

中で働く場所、そして子育てがしやすい場

所をしっかりとつくっていかないといけま

せんので、その点について、そして教育の

無償化とかそういうところは議員の御質問

だと思いますけれども、幼児教育に関して

は無償化というところを狙っておりました

けれども、国も国の施策ができましてこれ

も当たり前になってるというところですの

で、今できてないところというのはゼロ歳

児から３歳まで、ここの部分の保育料も含

めてですけれども、全ての方というのは可

能性は検討材料の中にはあると思っており

ます。それから議員が御指摘のとおり、お

生まれになってから学校を卒業して社会人

になるまでたくさんの経費がかかってまい

ります。したがってその部分に関する給付

という部分も、必要な方に必要なものとい

うことで、限られた財源の中でしっかりと

していきたいというように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  もう一点、固定資産税のことも先ほどち

ょっと触れましたけども、今、一律みんな

状態は一緒のような状態ですわな。私、考

えるのに、豊能町に、例えば１軒の家に２

世帯で住むいうことは、子どもも含めて３

世帯になりますわな。同じ町内でも家が分

かれておっても、同じ町内におじいさんお

ばあさんがおって、その子どもが豊能町の

町内におると。そういう場合にはやっぱり

固定資産税を減免すると。これはそういう

条件が整えば減免するということで、一律

にせんでも私は十分行けると思いまんのや。

考え方を変えると、例えば豊能町にも住ま

んとよそへ出ていくと。そこは空き家にな

りますわな。空き家になったら、結局あれ

空き家、家建てたときには、家建てたら固

定資産税一時的に安なるのかな。それをま

た元へ戻して、ほんで３年空き家になると

固定資産税を倍にすると、そういう考え方

も必要や思いますわ。ほんなら家潰して、

状況もようなりますわな。だから固定資産

税に関する考え方もそういう具合に考えて



 2－8 

いくと、住んでおられる方あるいは出よう

としておられる方、あるいは豊能町に住み

たいという、豊能町へ行きたいという方も、

そのほかのことも含めて考えていただける

と私は思いまんねんけどね。その辺、町長

どないでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  川上議員のほうから固定資産税の減免に

ついてというお話を頂いておるところです

けれども、以前からこうした御質問は頂い

ておりまして、同じような御回答をさせて

いただいてきたと思うんですが、やはり税

金については地域社会の会費というような

考え方があろうかと思います。こうした観

点からも、減免であるとか課税免除とか、

不均一課税というような言葉も税法の中に

はあるんですけれども、こういったものは

公益上多大な貢献があった場合というよう

なことに限ってということで、非常に例外

的な取扱いは難しいんではないかなという

ふうに考えております。先ほど町長も申し

上げましたとおり、一旦納税を頂いた上で、

その上で議会等のチェックを受けまして、

必要な支援なりそういった補助金を出すと

か、そういったことを考えていくのが妥当

ではないかなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  固定観念を離れなあかんと思いますわ。

その法的に決まっておるとか、いろいろな

ことを考えるといろいろな制約があるから

ね。何もできんような状態になってくる可

能性十分ありますわ。そういう固定観念を

頭から離して物事をやっていかんと何もで

きない思いまっせ。だからもう答弁結構や

けども、例えば豊能町自体、地方公共団体

自体が事業をせいと。それはいろいろな制

約があって、もし実入りが多かったら交付

税が下がってくるというようなこともおっ

しゃるけど、幸いにして、一番初めに言う

た特殊出生率ですか。これがワースト１、

全国でワースト１いうことですわな。とい

うことは、全国の人は大阪の豊能町という

ところは全国で一番子どもが生まれへんと

こやなという認識があると思いまんねん。

興味のある人は。当然、国会議員も知って

ますわな。幸いにして今度、今ちょうど自

民党の総裁の選挙ありますわな。自民党の

総裁になると総理大臣になりまんのやな、

必然的に。それが今、ちまたでは菅さんが

十分、総裁になる可能性があるやろうとい

うことを言われてるけれども、その菅さん

と大阪の市長の松井さん、府知事の吉村さ

ん、年に一遍食事会なんかやって仲ええわ

けですわ。ということは、吉村さんなり、

松井さんは市長やけども、うちの中で豊能

町というところがこういうことあんのやと。

もう人口減少しておるから、だんだん、だ

んだん町税いうのが少なくなってきとるん

やと。頼む、豊能町だけ事業させてくれと

いう具合に頼めば可能性は十分ありますわ。

町長も維新の公認の町長やから頼みやすい

でんがな。国では菅さんと吉村さんが仲が

ええと。私は大阪府の自民党の議員やから

具合悪いな思うてんねんけども、町のため

にはそれのがええと思いまんねん。そうい

う具合にしていけば少々豊能町が事業して

も、特殊な地域として認可してくれると思

いまっせ。私がいつも言うてるように、具

体的に分かりやすういえば、戸知山の真砂

を売って、谷に、この前ずれた土でっか、

あの６丁目の。あの土を放り込んでみなは
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れな。何で１億円もかかりまんのや。半分

以下で済みますわ。そういう具合な考え方

していかんとあかんし、またこの間から地

震やあるいは雨の災害、水害とかいろいろ

なことで災害ごみが出てますわな。大阪で

も起こらんとも限らん。東南海地震が起き

れば当然そういうごみは出てきますわね。

そのために受け入れる場所として光ヶ谷を

ちゃんとやったら十分いけます。それでそ

こに大阪の北のほうの豊中、池田、箕面、

能勢は今は別やけど、豊能あるいは川西、

これに広域の火葬場を造りまんのや。ほん

ならこれ広域行政でそれして、豊能町が主

体性を持ってやると、豊能町に金が入って

くるわけですわ。 

  例えば、今、豊能町この近隣で火葬場が

ないのは豊能町だけですわな。大きな災害

とかあるいはこのコロナでまとめて５人、

１０人亡くなられた人がおったら、豊能町

火葬できまっか。恐らく１週間や２週間待

たなあかんと思いますわ。すぐできまへん

わな、まとまってそうなると。そういうこ

とを考えると、やっぱりそういうことも必

要やと私は思いまんのや。そやから金が足

らんかったら金が入るような形でいろいろ

なことを考えてしていかなあかんと思うね

んけど、その辺町長、どうも具体的なとこ

が、議論ばっかり先へ進んで、今の豊能町

の中では見えてこないねんけども、町長ど

ないでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  多岐にわたる御質問ですので、まず第一

番目、大阪府の吉村知事のほうと連携を取

って進めるということですけれども、吉村

知事とは年に定例会として３回、そしてそ

れ以外にもいろいろな形でお会いをしてま

す。これはやはり、今までなかなかお会い

できなかったところが、同士というような

形で本当に電話連絡もできる関係になって

きてます。そういう観点でいろいろ要望も

させていただき、前に進んでいるところで

す。したがって、これはさらに、本当に必

要な内容のものはしっかりと要望する。そ

れをバックアップさせてくれたというのも、

圃場整備のあの費用でありますとか、これ

も我々の要望を何年も続けてたところで最

後にお願いをし、分かったということで、

鶴の一声ではありませんけれども、そうい

う状態で町の負担が減ったというところも

あります。したがってそういう観点をしっ

かりしていきたいと思います。 

  それから豊能町のほうで事業をやるべき

ということですけれども、事業をやろうと

すると豊能町単独ではできませんので、第

三セクター、いわゆる企業団みたいな形の

ものを設立をするということですので、そ

の事業の目的というのはしっかりと判断し

ていかないといけないと思います。議員が

おっしゃるように土という部分とか、それ

からいわゆる開発という行為でいくと、や

はり大阪府との協議もしないといけません。

箕面森町にあるように府主導の企業団地、

こういうようなやり方もあります。したが

ってそれは進めていきたいというように思

います。 

  それから有効活用という部分で、光風台

６丁目のほうの土は、災害のときでしたの

ですぐに運び出さないといけませんでした

けれども、今、一部の土砂を十分建設に使

える部分がありますので、それは一旦仮置

きをさせていただいて、今後の公共工事の

ときにも使えるように、そのためにも戸知

山のほうにもそういうスペースを取りなが

ら、土というのは本当に高い、逆に言うと

残土というのはもうかる仕組みですので、
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我々はほかから買うのではなくて何とかそ

ういうものも活用しながらということで、

財政面も縮小しながらという形でしていき

たいというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、町長おっしゃったように、残土いう

のは何か一般的には汚いもんやと、要らん

もんやと、具合悪いもんやという具合にみ

んな思われるか知らんけど、これほど利用

価値のあるものは私はないと思ってまんね

や。だからそういうことを大いに考えてし

ていただきたいと思います。 

  さっき言うたように、私が感じてるのは、

一般的にでっせ。豊能町の役場へ来ると何

かどんよりと沈んでるような感じしまんね

ん。ほんでその中で町長だけが１人浮き足

立って騒いでると。ところが物事は一向に

前に進まへんと。そういう率直なこと私感

じてまんねん。だから、それよりも、町長

はもう町長室の奥に引っ込んでじっとしと

っても、部長以下みんなで活気のある働き

をやって物事が前へ進んでいくというよう

なことのほうが私はええと思ってまんねん

けども、今のところちょっと議論ばっかり

が先に進んで、物事が具体的なことが前へ

進んでないように思いまんねんな。私、そ

ういう具合に感じてまんねん。だから部長

以下、もうちょっと活気のあるようなこと

を職員にも鼓舞してもらいたいなという具

合に思ってまんのや。その一つが、具体的

に挙げると火葬場ですわ。これもう私、何

回言うても言うてんねんけどね。先ほども

言うたように、一遍にいろいろな災害が起

こって、そんなことはあってはならんこと

やけども、５人、１０人の人が亡くなると

たちまち豊能町、麻痺しますわな。だから

今のうちにこれ、今、造るという具合にし

ても恐らく５年、１０年かかると思いまん

ねん。だから、今、その火葬場のことを何

回でも言うてることやけども、一体どの辺

まで進んでるのか、ちょっと答弁してもら

えませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  火葬場の件ですけれども、まずコロナ関

係のことでいろいろと御心配を頂いておる

かと思います。火葬場を有しない市町村の

住民が新型コロナウイルス感染症により亡

くなられた場合の遺体の火葬につきまして

は、火葬場を有する市町に対して通常時と

同様にしていただくよう大阪府より各市町

に協力が依頼されているところです。実際

府内の火葬状況を確認しますと、４月段階

の数字ではございますけれども、通常時と

異なる受入れ態勢を取るところがほとんど

でございます。感染予防のために。ですが、

受入れを拒否されたという事例は確認され

ておりません。しかしながら議員おっしゃ

るとおりあくまでも依頼という状況であり

ますので、新型コロナウイルスの感染症に

限らず、炉の空き状況により不確定な要素

があるということは否定できないかなとい

うふうには思っております。そうしたこと

を踏まえまして、安定的にそういったサー

ビスが提供できますように、前回もお答え

させていただきましたけども、広域的な取

組を含めて本町にとって何がいいのかとい

うようなことを調査研究してまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。

具体的な、今、進展は残念ながらないとい

うことですけれども、調査を進めていきた

いと思っております。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ごっつい優等生的な答えでんな。という

ことは何も考えてないというのにつながり

まんのや。もう１年も、それこそこのこと

は、いつも言うてるように、昭和５６年に

私は初めて議員になってんけども、その前

から、平井政義議員のお父さんの時代から

これずっと言い続けていられましたんや。

必要やって。ほんである時期、能勢町と一

緒に広域行政でしようということになって、

今、後ろにおられる元町長の方のときにぽ

しゃってしもうたわけですわ。だから、こ

れはやっぱり地方公共団体の責任の一つと

して、やっぱりこれはせなあきまへんのや。

それをまだ調査研究するとかいうような答

弁やね。いつまで調査研究しまんねんな。

時期は。答弁。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  もう既に幾つかの市町にはそんなお話も

させていただいておるというようなところ

で、具体的な進展はないというところなん

ですけれども、年度内にはある程度、全周

辺の市町等の状況なんかも確認しながら、

本町の状況を踏まえて、そういったことを

まとめられたらというふうに考えておると

ころでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。町の職員、本当

に一生懸命やっております。私は、今まで

私ばっかりが何か動いてるみたいに、いろ

いろなところで顔を出してるというように、

川上議員ともよくいろいろなところでお会

いをするわけですけど、今までは現場を知

らないといけないということで必死になっ

て歩いていて、そこでの課題を詰めていく

ということで、部長というか組織全体に動

かしているところです。 

  火葬場について何も動いていないという

ことですけれども、私も就任したときは火

葬場の考え方なかったというのが事実です

けど、川上議員のほうから御指摘を頂いた。

過去の例も調べてみますと、やはり人口が、

６５歳の方々が減る。そして７５歳に移行

する。で、死亡者率が増える。その観点で

やっぱり議論をされたというか、議論をし

ておかないといけなかったところはもっと

前なんやろうなと。それらを早く先手を打

ったところは、能勢町が２８年のところに

２基の建設をされた。そういうところがあ

ります。今現在どういう形になってるかと

いうと、池田とそれから箕面市も含めて、

首長でお話をさせていただいて、担当の方

からも御意見を伺ってます。どこがという

ことではありませんけれども、今後、その

１０年から２０年は増えるけれども、それ

を越えると今度は減ってくるというような

ことで、今の耐用年数を含めて慎重に議論

をしたいというようなことで、今オーバー

になってるとかという市はありません。特

に豊中などの場合は、もう回転率が、古い

ものは７０年代ぐらいに造られてまして、

回転率は一番高い状態ですけれども、オー

バーするということはない。ただ、オーバ

ーと言っても議員が御指摘のように待って

るというところももちろんあり得ますけれ

ども、そういうところで池田も５基、そし

て箕面のところは７基あって十分稼働をす

ると。我々のところのものも受け入れてい

ただけますかという部分に関しては、一部

のところだけは市民だけというところがあ

りますけれども、葬祭場を通じればそこで
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火葬もできるというようなところで、今現

在お亡くなりになられた方が逼迫してる状

態ではないと思いますので、今後ともそれ

ぞれのところが改修またはそういうタイミ

ングの段階といいますか、今からその協議

をしながら動向を見ながら進めていきたい

というふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  必然性がなかったらせんでもええいう考

え方が分からんけどね。これはやっぱり地

方公共団体の責任ですわ。あと１０年、１

５年は最盛期になるかも分からんけども、

それ以上になるとやっぱり人口そのものが

少ないねんから少なくなってくると。その

ときにもったいないやないかという考え方

もできるか知らんけど、そのときには、例

えば、今の時代、犬や猫、これ家族並みに

みんなやってはりますわな。我々が食べる

よりもええもん食べてる犬や猫もいてまん

がな。着るもんかて何か我々が着てるより

もええもん着てる犬や猫、いてるらしいで

っせ。ということは家族同然でやってまん

ねん。犬や猫は死亡率は１５年ぐらいでっ

かな。ほんだら人間が７０、８０になると、

犬や猫死ぬのはその４倍も５倍もなります

わ。犬と猫と人間の火葬と同じとこですん

のんかいということもあるけど、そのとき

はいろいろな方法を考えて、犬や猫もお金

もうて火葬すると。当然かわいがってる人

やったら少々金払うてでも火葬してちゃん

とおまつりされますわ。そういうことも利

用していろいろな形でできんねんから、や

っぱり今、もう造るということを具体的に

していかんと、５年、１０年先にしかでき

ひんねんから。豊能町単独でも大きいとこ

でしてみなはれな。箕面や池田、豊中でも

次、今のとこあかんようになったら豊能町

へ頼もうかという考え方も出てくんねんか

ら、具体的に、私は進めていかなあかん思

いまっせ。それは部長、どないでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  議員おっしゃるとおり、非常にペットも

豊能町の方はたくさん飼っておられます。

そういった需要もあるというのも十分承知

しておるところでございます。そのほかに

も野生の鳥獣等の処理等の問題もあろうか

と思いますので、そういったことを含めて、

需要と供給のバランスと言うとちょっと語

弊があるかも分かりませんけれども、そう

いったことを含めて調査なり研究を進めて

いきたいというふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今までいろいろなことを言いましたけど

も、結局、薬でも少量の薬やったら人間に

効かないわけですわな。今度飲み過ぎたら

薬も毒になりますわ。適量なもんを、病気

を治すためには飲まなあきませんわな。そ

れと同じように、豊能町に住めばこれだけ

の経済的な負担が少ななると。逆に豊能町

から出ていったら経済的にこれだけ負担せ

んならんというようなことで、あめとむち

と使い分けて、それも情報発信が大事やか

ら、全国一律の平均的なことやなしに、豊

能町はこういう形で突出しておると。一遍

住もうかと。例えば調整区域でも普通の人

が住めるような形にしていくと。これ私、

必要や思ってまんねんけどな。そういうこ

とをすれば、豊能町の人口も減るのを止め

てある程度増えてくるのんちゃうかと。こ

れは結果的にどうなるか分からんけども、

これは結果やからしゃあないですわな。そ
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ういう前向きな考え方をやっぱりしていか

んと。今、全国的に同じような形で、よそ

がやっとんねんからこういうふうにすんね

んでは、恐らく豊能町はもう沈んでしまう

と思いますさけな。幸いにして、国のほう

は自民党の政権やけども維新と仲がええと。

大阪はもう維新だらけですわな。豊能町も

幸か不幸か維新の町長やから、これを公利

のほうに持っていって発展していくという

具合にしてもうたら、豊能町ももうちょっ

とようなるの違うかと。もう一つはその職

員の鼓舞、これはやっぱり必要だと思いま

すので、その辺も考えてもうてやっていた

だきたいと私は思ってまんのんで、よろし

く頼みます。答弁結構ですので。 

  以上で終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で川上勲議員の一般質問を終わりま

す。 

  議場を換気するため、暫時休憩いたしま

す。再開は１０時３０分といたします。 

（午前１０時１５分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ９番・秋元です。議長の御指名を頂きま

したので、一般質問させていただきます。 

  理事者におかれましてはというか、今回

も町長にお答えいただくことばかりで申し

訳ございませんけども、誠意ある御答弁の

ほどよろしくお願いいたします。 

  質問は大きく３点ございますので、通告

に従いまして質問させていただきます。 

  かつて市町村は１０年単位で総合計画を

策定することが義務づけられてました。豊

能町も２０１１年に第４次総合計画を策定

しており、本年はその１０年目に当たりま

す。この間、地方自治法が改正されまして、

この総合計画の策定義務がなくなりました。

２０２１年からの第５次総合計画を策定す

るかどうか、豊能町独自で判断できるよう

になりました。この８月２６日、総合まち

づくり計画の第１回審議会が開催されまし

た。この総合まちづくり計画はかつての総

合計画、つまり第５次総合計画に当たるも

のと理解しておりますので、その点確認さ

せていただきますのでお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  まず初めに、地方自治法による総合計画

の義務づけが廃止されました。こちらにつ

いては地方分権の一環として、市区町村自

主性の尊重と創意工夫の発揮を期待する観

点からの措置であったと認識しております。

義務づけが廃止されましたことによって総

合計画がその役割を終えたということでは

なく、廃止することによって各自治体の独

自の工夫によって個性的な総合計画が策定

できることになったというふうに思ってお

ります。本町といたしましては、人口減少、

少子高齢化等、本町を取り巻く社会情勢の

変化も踏まえ、今後のまちづくりの方向性

や指針を明らかにする最上位計画としまし

て、同様の総合まちづくり計画を策定させ

ていただくものです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  では町長にお尋ねいたしますけど、引き

続き第５次総合計画である総合まちづくり

計画を策定する必要あると決められたその

目的ですとか、意義ですとか、端的にお答

え、答弁願います。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  よろしくお願いします。 

  総合計画というのは町の、いわゆる１０

年後のビジョンというところがありますの

で、その構想をみんなで共有するというこ

とは非常に必要で、今回も同じように総合

計画を作成をすると、これは当たり前。今

回はまちづくりというところを入れさせて

いただいたところが大きな観点で、私たち

が目標としてる今までの第４次、１０年前

につくられたもの、これはどちらかという

と、過去、私たちが大自然の中で生活をす

る、営みやすいというところでございまし

た。ですから、どちらかというと保全的な

意味合いが非常に強かったというように感

じております。これからは成長させていか

ないといけませんし、今までの事業をＫＰ

Ｉを含めてしっかりと評価をした上で、次

のものに入れていくということが必要。 

  もう一点だけお知らせをさせていただき

たいんですけれども、今までは総合計画が

あって、そのビジョンに従いますけれども、

そのときに日本国内における少子高齢化と

いうことで、まち・ひと・しごと創生計画

いうものが入りました。どちらがどうなの

というところが、同じようなものを訴えな

がら進め方が違うとかというのがあります。

今回のまちづくり総合計画においては、総

合計画とそれからまち・ひと・しごと創生

計画、これらを入れて一つの一番上位の考

え方というところで入れていくということ

になっております。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  秋元です。ありがとうございます。 

  新しい形で、保全というその一本だけじ

ゃなくて、まちづくりというのをどんな形

でされていこうとしているのか、もうひと

つちょっと分かりませんけれども、いずれ

にしても町長なりのお考えで前へ進めてい

こうかということは承りました。先ほどち

ょっと松本調整監が触れましたけど、総合

計画は自治体の最上位計画という位置づけ

ですけれども、これは具体的にどのような

存在、将来１０年にわたるビジョン、共有

するビジョンとさっきおっしゃられてまし

たので、もう一遍そこのところを御答弁願

えたらありがたいのですが。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  今回策定させていただきます豊能町総合

まちづくり計画につきましては、計画的な

行政運営を行うためには町としての方向性

を示す計画、これは引き続き必要であると

考えております。行政運営全体を見据えた

中長期的な方針や計画、このようなのを盛

り込みまして１０年間の計画期間とした総

合まちづくり計画を策定したいと、このよ

うに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私はかつて先輩議員のほうから、総合ま

ちづくり計画について、１０年単位のスパ

ンで考えられる計画ですから、たとえそこ

にトップが変わっても引き継いでいかれる

ような、そういうビジョンをつくってると

いうふうな、教えていただいたことがあっ

て、そういうふうに理解しているんですが、

まず、だからこそ最上位計画というふうな

認識なんですけど、それでよろしいでしょ
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うか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  町の１０年間を見据えた将来設計等を盛

り込んだもの、そのように考えております。 

  計画を策定させていただく時点におきま

しては、そのときの人口ビジョンとそのと

きの状態を見据えて１０年間の計画内容を

方針の中に入れていくもの、このように考

えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは、トップが替わっても、例

えですよ、替わってもこのまま粛々と進ん

でいく。途中で計画的なものは５年単位と

かありますけども、基本的なところは変わ

らないという認識してるんですけど、よろ

しいでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  地方自治法の改正が行われまして、独自

の計画ということになりましたが、この計

画、今回策定している内容につきましては、

将来構想ですね。将来に向けた構想、それ

を基本構想と言いますが、この基本構造を

受けて５年間程度の行政計画を見直す基本

計画、それから３年程度の実施計画等、部

分的に期間を決めて見直していくというよ

うな内容を盛り込んでいこうと思っており

ますので、その時点で計画については見直

しをさせていただける、そのようなタイミ

ングはあるというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  計画の見直しということは、目標に向か

った計画の見直しということで受けていい

ですね。分かりますか。先ほど、例えばこ

の町を、ちょっと前の過去の話で保全しよ

うと方向に向かってどう保全したらいいか

と。あんな方法こんな方法という中で、こ

の方法はもう例えば人口的には無理がある

とか財政的に無理があると。だけどこの目

標的なものは置いといて計画的なものを変

えるという認識でいいですか。だから豊能

町のその将来像というのはトップの方が替

わっても粛々と前へ進んでいくという認識

なんですけども、よろしいでしょうか、こ

れで。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  議員の御質問のとおり、地方自治法の改

正によりまして、この期間を１０年とする

のではなく、町長の任期を期間としている

自治体もあるのは事実でございます。ただ、

豊能町の場合はやはり１０年の期間といた

しまして目標を明確にし、そこに向けて計

画を進めていく。そして５年の時点で前期

というところで振り返りをさせていただく。

そのような方向で考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ちょっとこの議会で教えていただいた、

答弁の中で教えていただいたこともありま

すけれども、私も昨年１２月議会で総合計

画と総合まちづくり計画比べて何がどう違

うのかとも質問したところ、大きく変わる

ことはありませんという答弁でした。です

から、とはいえ、総合計画は法定内、まち

づくり計画のほうは法定外という違いがあ
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りますけど、中身そのものも特に違いはな

いと言ってました。もちろんこれは策定す

る中身に違いないということじゃないです

よ。イメージ的なものを言ってるんだと思

います。ですからこれから策定される総合

まちづくり計画も当然豊能町の最上位計画

というふうに受け取らせていただいており

ます。その上で質問します。 

  昨年１２月議会で中川議員がＳＤＧｓに

ついての取組について質問されたところ、

町長より、その視点を総合まちづくり計画

に取り入れる予定ですと御答弁されてまし

たね。これどのように取り組んでいこうと

されているのか。具体的な計画なり構想を

お聞かせ願いたいんですけど。と言います

のは、町長自身はこの総合計画の審議会で

すか、そのメンバーではありませんので、

違った立場からこれを予定しているとおっ

しゃってるんだと思いますけれども、とな

ったときにその具体的な計画なり構想をお

聞かせくださったらありがたい。もし今す

ぐにあるようでしたらお願いします。大雑

把でもいいですけども。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  二通りありますけれども、一つはＳＤＧ

ｓを取り入れるということのそのＳＤＧｓ

については、これは国連から開発可能な目

標とそれから１６９のゴール。これは私の

理解といいますか、ほとんどの方々の理解

ですけれども、国民、国も、そして世界も、

そして地域も住民もその目標に従って進む

べき内容ということで共通言語だと思って

ます。ですから共通言語を我々の目標の中

にももちろんアイコンを入れながら、この

事業自身はこことこれに影響するんだとい

うところ、これを目標にする計画であると

いう考え方が、やっぱり職員まで含めて、

それから住民の方々も理解ができるような

形、そのためのＳＤＧｓですので、それら

を計画の中にやっぱり明示をしながら進め

ていくということになります。 

  それから計画に関しては基本構想という

ことで、我々のキャッチフレーズといいま

すかテーマも含めて、これはやはり時代に

よって変わるかも分かりませんし変わらな

いかも分かりません。今までの豊能町を、

緑を守るということと、それからそこで人

結びつくというのは当たり前の話で、これ

はやはり憲法と同じように普遍的なものだ

と思います。一番変えていかなければなら

ないのは実行計画またはアクションプラン

も含めてですけれども、それらを実行する

ためにその上位のところに入れてる目標、

これがやはり変わらないと、法律であった

り緩和であったりとか、いろいろと重なり

合ってる部分がありますので、それらを排

除するため、または新たに進めるために必

要なものですので、今回のものに関しては

やはり明示をしながらといいますか、大き

な方向性がしっかりと出るような形で、そ

れはキーは成長であるということで今回も

含めて考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  るるありがとうございます。今の町長の

お考えを、例えば職員が受けてそして委員

会の中で反映していくというふうな流れに

なるんでしょうか。そこの辺りを教えてく

ださい。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私の考え方はもちろんあります。それら
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を含めて職員とともに共有し、そして今後

のあるべき方向の案、これを審議会の方々

に提示をしていただき、高所大所から御意

見を頂く。こういう点はまだまだ駄目だと

いうような厳しい指摘を頂いて実のあるも

のにするというのが審議会の役割ですので、

我々が提案したもの、これを御審議頂くと

いうことで、審議会がつくり出すものでは

ありませんので、我々がつくり出すという

ところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ＳＤＧｓの視点が盛り込まれてるかどう

か、これからまだ先のことですので楽しみ

に、また大切なことですのでよろしくお願

いしたいと思います。ただ、それいいなと

かそういうふうな判断ですね。かつては議

会議決ございましたけども、今回は地方自

治法が改正されたので改めて確認させてい

ただきますけれども、総合まちづくり計画

は議会の議決を求めていただけるものでし

ょうか。お答え願います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  地方自治法の改正に伴い、議会の議決を

経てその地域における総合的かつ計画的な

行政の運営を図るための基本構想を定める

という義務づけは廃止されました。今回、

策定するに当たりまして、町議会に対しま

しては適宜情報を提供させていただき、そ

の場で御意見等を賜り、それを審議会へ報

告して、それを反映した形で計画へとつな

げていきたいと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私の曖昧な記憶で申し訳ないですけど、

かつてもやっぱり途中で、こういうものを

つくってますというのは時々報告あった上

で議会で議会へかけていったと思うんです

ね。今回、説明していただくのは結構なん

ですけども、議会議決を要しないという理

由は何でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  第４次豊能町総合計画策定時においては、

平成２２年９月の議会におきまして、基本

構造部分について議会の議決を頂きました。

当時は、地方自治法第２条第４項に、議会

の議決を経て総合的かつ計画的な行政の運

営を図るため、基本構想を定め、これに則

して行うことと規定されていたためでござ

います。今回、平成２３年に地方自治法の

改正がございましたので、この規定は削除

されたわけではございますが、もちろんこ

の計画、基本構想についての御意見は議会

の場で承りたく思っておりますので、その

都度、進捗状況等を御説明させていただき、

頂きました意見を審議会のほうへ持ち帰っ

てさらに審議を深めていきたいと、そのよ

うに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  失礼な言い方ですけど、それは議会に対

して議会議決をするかどうか、それともし

ない代わりに度々報告しますよという選択

を求められているということですか。私は、

なぜ議会議決しないんですかと。しかも今

回、豊能町独自に、また町長の新しい視点、

新しい形での総合まちづくり計画をつくろ

うとされてる中で、いろいろ、日々、もち

ろん説明していただくのはありがたいです
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けど、最終的なそのところでなぜそういう

ことになるかがもうひとつ分からないので

お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  議員おっしゃってますとおり、総務大臣

の通知によりまして議会の議決を経ること

は可能であるというような、そういう通知

があったのは確かでございます。ただ、２

２年の９月議会においては基本構造部分に

ついての議決を賜ったわけではございます

が、今回につきましては進捗状況を含めま

していろいろな場面で情報を御一緒に共有

して、御審議、御意見等頂くような、そう

いう形で進めていきたいということで、地

方自治法のこの条項の削除に伴いまして議

決を取るということはしないというふうに

したものでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  確かにこうおっしゃったわけですね、総

務大臣のほうは。個々の自治体の判断で議

会の議決を経て既存構想の策定を行うこと

が可能であると。この一文を読む限り、議

会の議決を別に否定しているものでもない

し、私はだからこそ聞いているんです。な

ぜしないんですかと。こうしたから、ああ

したからしませんじゃないんですよね。な

ぜしないんですかと。なぜしていただけな

いんですかと。しかもおっしゃっているよ

うに最上位計画ですよね。当然自信持って

出されるべきものですよね。ですからそう

いう観点からお答え願います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  議員が今、お示しいただきましたとおり、

総務大臣通知によりましては議会の議決を

経ることは可能である、そういうふうに書

いてございますので、確かに議会の議決を

経るという形で進めるということも考えら

れるとは思っております。ただ、地方自治

法の改正後に議会の議決を経るということ

をするとなりますと、法的根拠の整備等が

必要です。一定の手続期間も要しますので、

検討させていただくといいますか、そうい

う必要がございましたので、今回は議決を

経ず、その場面場面において様々なことを

情報としてお伝えしていく。そこで御意見

を頂いて審議会のほうに持ち帰る、そのよ

うにさせていただくこととさせていただき

ました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  大変な手続なのかもしれませんけれども、

繰り返すようですけれども自治体の最上位

計画です。自信持って出されるでしょうし、

町長のほうも自信持って取り組まれるわけ

ですから、やはりこれはその当時のやっぱ

り議員たちも認めたという、その流れの中

でやっぱり進んでいくものだと思いますの

で、再検討願いたいし、できないならでき

ないでまた再度このことについては質問さ

せていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁はいいですか。町長の。 

○９番（秋元美智子君） 

  もし検討していただけるなら検討してい

ただけるかどうかだけお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  町長から答弁できますか。 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 
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○町長（塩川恒敏君） 

  議員おっしゃるように、まず今回の場合

は法律的根拠がなくなったということで、

議会で承認を頂くと、お認めいただくとい

う行為自身はなくなりましたけれども、議

員の皆さんとそれから町が住民のために行

う計画でございますので、これまでもあり

ましたとおりその内容をしっかりと御説明

をさせていただき、そして皆さんの御意見

を取り入れながらさらに新しいものをつく

っていくというのは当たり前ですので、そ

ういう内容で御説明もさせていただきます

し、そういう手順を踏んでまいりたいとい

うように思っております。あくまでも法律

的根拠がなくなったのでということではな

くて、前に進めるためには皆さんと一緒に

計画を練り上げていくということも必要で

すので、そういう場面で御報告をし、それ

からそこで煮詰まったものに関してはもち

ろんパブリックコメントも含めて住民の皆

さんの御意見を反映しながらそれを修正す

る。今までの流れと同じような進め方では

もちろんさせていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  先ほどの総務省の紹介文ですけども、要

するにその通知に基づいて条例等を根拠に

して基本構想を策定する地方自治体が増え

てるわけです。ですよね。条例が整備され

ていくわけです。ですからさっきどの時点

でやめようとお考えになったか分からない

ですけれども、やっぱり今、町長るる説明

していただきました、それはそれで大事で

す。ぜひそうして取り組んでいただきたい。

だけども私は議会の議決を取る方法の検討

をしていただけませんかという質問をしま

したので、またお願いします。検討してい

ただくかしないかだけお答え願います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  その手法に関してもちろん検討させてい

ただきます。ただ法的根拠がなくなったの

で議決ということではありませんけれども、

その手順を踏まえてというのは当然でござ

いますのでよろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ここにはそんなに時間取るつもりなかっ

たですし、ぜひまた法的根拠のほうはしっ

かり見ていただいて取り組んでいただきた

いし、何もそんな避ける必要もないことで

すから。拒否する話でもないですのでよろ

しくお願いいたします。 

  ２番目の質問に入ります。町長は採算性

の問題、公共施設を潰す、公共施設の再配

置計画がないとの観点から道の駅構想を白

紙にされました。道の駅というのはまさに

１０年前のこの第４次総合計画において、

これですね。平成３２年度を目標値に改正

すると明記されてます。ちなみに総合計画

に目標値が入るようになったのはこの第４

次総合計画からです。先ほど何回も確認さ

せていただきましたけども、自治体の最上

位計画であり、中には憲法に匹敵するぐら

い重要なものだという方もいらっしゃいま

す。この総合計画ですね。１０年前にこう

しましょうと言ってしかも淡々と進められ

てきたことを、自治体の町長トップ自ら、

公約で挙げられたんですけども、白紙撤回

したことに対してどのように考えているの

か、ちょっと一度お聞きしたいなと思った

んですので御答弁お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 
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  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  お答えをいたします。 

  第４次総合計画の中に確かに道の駅とい

うのが１行入ってました。それは町の部分

のいわゆる活性化のものとして一つですね。

その後、そこには明記をあまりされており

ませんし、目的であるとか、それをつくら

なければならないとか、そういう方向では

ありませんでしたけれども、まち・ひと・

しごと創生総合戦略、この部分に関しては

人口減少と地域経済の縮小で負のスパイラ

ルがある。だから創生計画に入れながらと

いうことで、そこの中の目標は若年層が選

びやすい環境をつくる。それから住みたく

なる子育て環境をつくる。特に今回のここ

に関係しますけれども、地域の資源を仕事

とお金に変える。観光パッケージ。それか

らビジネス創出のため。そして農業の活性

化。こういう形。それからさらに避けるこ

とができない未来に備えるという事。議員

がおっしゃるように特に明記をされてたの

が、このまち・ひと・しごと創生総合戦略

の中の地域の資源をお金に変えるという仕

組みの中で、道の駅という構想がありまし

た。その中でいろいろと議論をされ最終的

な形で準備委員会が設置され、その中で決

定をするという形に進められました。その

中にはたくさんの課題がありました。方向

性のもの、それから管理運営について、農

作物の供給について、機能配置についてそ

ういうものが議論をされるという中であっ

たというところまで。じゃあそれで。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私がお聞きしてるのは、町長自らこれか

ら最上位計画の総合まちづくり計画をつく

ろうとされてるんですよ。その前にあった

最上位計画の総合計画の中に取り上げられ

たまちづくり計画を白紙撤回されたことに

ついてどうお考えですかという質問なんで

す。それだけですので。前からお聞きした

いのはそれだけですのでその部分だけお答

えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  それだけということですけれども、御質

問の中にありましたとおり、採算性の問題、

公共施設を潰す問題、財政面について、そ

ういう点が中でも議論をされておりました

ので、もう一度戻って再検討しようという

形で白紙撤回させていただいたものでござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今、採算性の問題を町長、口にされまし

たけれども、町は２０１６年に道の駅のチ

ャレンジショップとして志野の里をオープ

ンしてますね。その収支を調べましたとこ

ろ、赤字は初年度が６００万円、これはほ

とんど町の補助金で運営してるような状態

でした。ただそれはだんだん減ってきまし

て、４００万円、２６０万円と赤字が減っ

てきて、昨年２０１９年は３５０万円、ち

ょっと増えてますけれども、これは前年度

取り組んでいなかった広告ですとか研修な

どに使ってます。それを引くと赤字は大体

差し引いた場合に２８０万円ほどなんです

ね。売上げによる収支のほうなんですが、

こちらのほうは初年度は３７０万円で以降

順調に増えていって、昨年は週３日だった

と思います、なったと思いますが、午前中

のみの営業にかかわらず約1,８５０万円、

開設当時の５倍にまできているわけです。
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となると、この数字を見る限りまだまだ売

上げは伸びる可能性もありますし、白紙撤

回に至るような話ではないと思うんですね。

ですからお尋ねします。町長はまずどのく

らいの売上げがなければ採算が取れないと

お考えになったのか。その目標、設定金額

をお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  採算性が取れないというところの御質問

ですけれども、幾らがあったらということ

ではなくて、農産物の供給それからいわゆ

る人が今１万人超えてスペースの問題、特

に私が重視したところというのは、先ほど

もありましたように採算性、公共施設を潰

すというようなところのものがございまし

た。したがってその部分を白紙に戻しても

う一度考えるというところです。ですから

黒字化というのはもともと自立をするとい

うことでスタートをしてるところですので、

幾らあれば、金額とそれからいわゆる収支

構造とですので、最終的に売上げ幾らあっ

たらというのは経営という部分となります

ので、端的に言うと今の、多分といいます

か数字的に見ると1.６倍から1.７倍ぐらい

の収益がなければそのものを稼ぎ出せない

と、今の場所でですよ、場所でスペースで

というところでいくと、今の売上げが1.７

倍ほどあればゼロ、いわゆるプラスに転じ

るというようなところではないかなという

ように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町長は所信表明の中で、民間で培った顧

客第一の精神を活用、生かしですね。民間

の手法も加え豊能町の明るい未来に向けて

住民本位の行政を運営してまいりますと述

べていらっしゃいますね。非常に期待して

させていただくんですけども、この豊能町

と、大阪府内北部で道の駅があるのは能勢

町だけです。志野の里には、私が言葉を交

わしただけでもトンネルを使って大阪市内

から来てますし、池田からも、それこそス

ーツケースまで持ってきてましたよね。箕

面からも来てますし、高槻の方は途中に茨

木があるんだけども、民間のね、そこを通

り過ぎてここへ来てました。そのぐらいや

っぱり来てるんですよ、人が。ただ一方で

箕面トンネルや新名神の開通によって４２

３号は多くの車が行き交うようになりまし

たし、乗馬クラブクレインのほうは町長も

御存じのように1,０００人近い会員がいる

んですけれども、残念なことにもうこれら

大半は豊能町で買物することなく過ぎてま

す。より多くお客を集める下地がある中で、

こう見ただけですね。なぜ町長は御自身が

民間で培った経験を生かし民間の手法を使

ってその手腕を発揮されようとされなかっ

たのか、道の駅ですね。そこもまたちょっ

と不思議なんですね。だから御答弁お願い

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、まず採算性の問題というのは、もう

農家の方々が１００も超えて、たくさんの

ものを御販売を頂いてます。そのときに必

要なのは、場所があり、そこを運営しよう

としたときには、もう今は利益も含めて2,

０００万円近い売上げも含めて順調に伸び

てきてると。今度はさらに売上げを伸ばす

ために営業日をさらに増やすというような

ことになってきますと、今の運営方法でい

きますと農家さんへの負担をどんどんと強
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いるものになってきます。今までの農家さ

ん、志野の駅のやり方でいきますと、マー

ケティングまたは経営という視点を、今、

生産を頂いている方々に押し付けるという

ことはやはり間違いであろうかと思います。

先ほどありましたように、能勢であります

とか、そのほかも河南町とか太子町とか猪

名川町も道の駅がございます。ここの中に

はやはり法人化をして、法人の中で営業活

動といいますか経営を担っているというこ

とになりますので、町ももちろん出してる

ところもありますし、ＪＡであったり、そ

ういうようなトータルの経営ということが

考えられる組織がないといけませんので、

それらはこれからといいますか、今も含め

て検討してるところでございますので、そ

ういうところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私がお尋ねしたのは、撤回する前になぜ

そういったことを考えなかったんですか。

そういう質問なんですね。まあいいです。

例えば指定管理者方式とかテナント方式と

か、組合方式や出資金を募ったりするなど

いろいろな方法があったと思うんですよ。

あるはずです。だからこれらのことを検討

されて、なおかつ町長が民間で培ってきた

手腕を発揮できないと考えられたところは

どこにあるのかなと。お答え願えるんだっ

たらいいです。先、質問いきますけど。短

めにお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  なぜ手腕を発揮できなかったのかという

ことですけれども、手腕を発揮するまでの

間で公共施設を潰す、いわゆる国保診療所、

それから中央公民館まで含めて。そのもの

は基本計画に従って今度は実施設計に移る

というところです。そうすると、実施設計

に移る費用というのは、もうその段階で止

めなければ、まずそのものの経費も全部か

かってきます。ですからそれらを一旦止め

て、そして新しいものを皆さんで造るとい

うところが必要であったので、所信表明の

ところに白紙撤回をしますと。でも農業の

振興、観光振興は、これはしないといけな

いということで、ありとあらゆる方法を考

えながら今現在進めているところでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町長、その予定地に選挙公約を上げる前

に足を運ばれたと思います。どんなものが

建ってるか。中央公民館とか診療所とか旧

双葉保育所とか。多分見て分かったと思い

ます。中央公民館はエレベーターありませ

ん。高齢者は階段を使って２階の和室に上

がることがあります。災害時です。そのと

きにはもう上がれないから１階の会議室の

机の上で寝てます。上がるのが辛いからで

すね。それでトイレは狭いです、これ。と

ても車椅子どころじゃないですね。外壁の

タイルは剥がれ落ちてくる。使い勝手が悪

い上に老朽化が進んでいます。旧双葉保育

所のほうはもう御存じだと思います。雨漏

りはしてる、かびがひどい。ダイオキシン

汚染物の廃棄物持ち出したところで、あれ

は防災の備品保管拠点として使える建物で

はございません。診療所のほうも、今回の

主要成果報告書のほうで大規模改修の必要

な箇所が多いと触れてます。ですから道の

駅の構想は、２４時間で無料で利用ができ

る駐車場、トイレだけじゃなくて、これら

の文化施設ですとか緊急医療施設、防災で
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すね、防災とかそういったところ、観光発

信などこういった機能を併せ持った建物に

したいというのが、ここの書かれている、

こちらの構想です。道の駅構想ありますね。

町長はこの構想に当然目を通されたと思い

ます。それでもなおかつあそこの施設を潰

すのは駄目ということですよね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  短絡的に、今現在、構想がある。構想の

中に再配置もある。そしてその中にも課題

として上げられてる部分に関しては、豊能

町の農産業の生産高も含めて改善しないと

いけないところ、それから課題はたくさん

あるという中で、あのものが構想として出

てきたというところですから、単に採算性

とか、それから公共施設が古いからという

ことで全部一挙に潰していいとか、そうい

うような計画であるなら、それは止めなけ

ればならないというのが至極当然のことだ

と思っておりまして、そういうふうにさせ

ていただいて、今新たに公共施設の再配置、

そういうところ、維持管理コストも含めて

見直していかないといけませんから、それ

らについては庁内の部局を含めてこれから

検討させていただかないといけないところ

ですので、まずはあの段階で一旦白紙に戻

し、もう一度考えるというところを取った

というところで御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町長は大変だと。潰さない。それこそ白

紙撤回にしなくちゃいけないとおっしゃっ

てますけど、私はとてもいい計画だったと

思いますね。古い建物、もう利用もできな

い建物もある。これから大規模改修しなく

ちゃいけない。既に老朽化が進んでいる。

これらの建物を今後どうするかということ

を考えたとき、あそこの立地条件も含めて、

それから何より東地域の活性化、農業振興、

観光振興、これらに応えるべきことのでき

る計画だったと、私はそう思ってます。町

長はそうじゃないということはよう分かり

ました。 

  その上でなんですけど、何が残念って、

一番残念なのはやっぱりクレインですね。

１月1,０００人近い会員が来てる。馬に乗

る人は月に１回必ず来ます。1,０００人の

方が来てるわけです。人によっては毎日来

てる方もいます。それらの方は何もしない、

何も買わないで豊能町でそれぞれのところ

で散っていく。中には子どもさんを連れて

くる方もいらっしゃる。だけどその子は豊

能町の子どもではない。住もうとも思って

ない。とても残念。だったらせめて道の駅

でお買物をしてちょうだいよというのが私

の考えなんですけど、それはそれで置いて

おいて、なぜこのことをるる言っているか

といいますと、今の段階で、これは何人か

の人に聞くと、なぜ道の駅を白紙にしてし

まったんだと、いい計画だったじゃないと、

そういう声聞こえるんですね。そのとき私

自身、説明のしようがないんです。公約で

上げましたと。だけど町長は町長なりに考

えて、そして白紙撤回されたわけですから、

ぜひその、町長が、採算制にしても公共施

設にしても分析されたこと、考えられたこ

と、こういったとこをまとめていただいて、

この道の駅構想に対する報告書としてまと

めていただきたい。そして出していただき

たい。それはやはり、この第４次総合計画

の中で上げられてきた、最上位計画ですよ。

これに応えるべき姿勢だと思うんですよね。

これについていかがでしょうか。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  白紙撤回をして、その後、道の駅準備検

討委員会の中でも御検討頂いて、最終的な

ものが８月のところで、８月じゃなくてい

つやったっけ。検討していただいた報告書

という形で、今後の在り方検討という部分

で答申を頂いております。これちょっと後

で御説明、そうですね。その中での課題、

いわゆる道の駅にこだわらなくても、ただ、

情報発信基地としては非常に重要な内容で

あるので、公共施設の空いたスペースであ

るとか、そういうところも含めて今後検討

くださいという形で、これは私のほうも真

摯に受け止めて、それから次のステップに

進むというところになってます。ですから

そういう道の駅という具体的な名前は、目

的も違うかも分かりませんので、それは入

れませんけれども、観光の発信基地、そし

て生産物のもの、そしてブランド化を進め

て農業振興につながるものについては、も

ちろん総合まちづくり計画の中に折り込ん

でいきますので、それでそういう形で今後

進めるということにさせていただいており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今、町長がおっしゃったのは、多分この

９月２日に出された豊能町道の駅設置準備

委員会のことを、この資料のことをおっし

ゃってるんだと思います。ここの冒頭には

こう書かれてますね。道の駅は単に農産物

や加工品を販売し採算性を求めるだけの場

所ではなく、農業の振興や地域の連帯、交

流、総合的な情報発信を通して地域の活性

化、福祉の向上を図る上で重要な拠点と考

えられると。これに向かって粛々と、ここ

から始まって、まち・ひと・しごと、ごめ

んなさいね、いろいろな、町の中でのいろ

いろな積み重ねで先にここに至り、この道

の駅基本計画に至り、策定に至り、白紙っ

ていうふうなとこでその次にこれが出てき

てるわけです。ただ、ここには、なぜこれ

が駄目だったかは書かれてません。これと

いうのは道の駅基本構想です。私はそれを

書いておく、まとめておくのが大事だと言

ってるんです。じゃなければ分からないん

ですよ。ここまでできていたものがなぜい

きなり、重要な拠点だけど今はほかのこと

を考えますかという文章にいっちゃうのか

が。だから検討していただけますかという

ことをお尋ねしてますが、いかがでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  過程を踏んで課題を解決するための仕組

みとして準備委員会もあり、そこが次のス

テップに向かって進むというところで、一

旦そのものの委員会自身、協議会はなくな

っておりますけれども、もちろん今後進め

ていくというのは当たり前です。道の駅の

ここまですばらしい構想だとおっしゃりま

すけど、今、その中では公共施設を潰すと

か、そういうような内容で課題解決をしな

ければならないことがたくさんあった。で

すからそれを一旦白紙をさせていただいて、

いま一度考えるというところをお伝えした

ところでございますので、今後の振興の仕

方も十分皆さんとともに協議をして進めて

まいります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 
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  町長に誤解されたらちょっと残念ですけ

ども、私は道の駅は東の活性化にとてもい

いと思ってます。いろいろな観光だとか農

業振興やら。だからといって町長を責めた

り、もう一遍復活しろとか言ってるんじゃ

ないんですよ。今後のためにこの流れの中

で、なぜやめられていきなりこっちきちゃ

ったのかなと。そこのところのやっぱり資

料というのは残すべきですよね。ですよね

ですからお話ししてるんです。今、町長が

言っていらっしゃる新しいもの。農業振興

それから東地域の活性化、観光、これは所

信表明にも書かれています。この３点が一

緒になったのが私は道の駅だと思ってます

ので、新たな形でこの３点一緒になったも

のを出してくださると思います、当然。町

長御自身が考えてですよ。ほかの方に相談

して出しましたじゃなくて、町長自身が考

えて出してくださると思うんですよ。期待

してるんですよ。ただ、それ前に、やはり

御自身はこういうことを分析したと。その

結果やっぱりこれは残念だけれどもやめる

しかなかったんですよというまとめが必要

だって言ってるんです。ですから御検討願

えますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  ちょっと私から、これまでの取組につい

て補足しながら御説明をさせていただきた

いと思います。 

  先ほど議員おっしゃってられます道の駅

の設置準備委員会の報告書というものが、

令和元年の８月にまとめさせていただいて

おります。その中に、町長が当選されたと

きにいろいろ、白紙撤回の理由、るる申し

上げておられますけれども、そういったこ

とにつきましても、やはりこの報告書の中

に、準備委員会の中でもいろいろ議論はさ

れております。例えばこの中で、管理運営

については民間に任せることの可能性につ

いて検討を行うべきではないか。法人で、

今までの農家さんの出資による組合方式の

運営は難しかろうということがございまし

たので、こういったことは我々としても一

旦ここは立ち止まって、民間企業に任せる

ことの是非について改めて議論する必要が

あったという課題はございました。それと

もう一点、その場所の問題でございますが、

我々この議論を進めておりますときには、

中央公民館でありますとか診療所、こうい

ったところをどうするのかといったことの

方向性が明確ではございませんでして、こ

れについても、先ほど議員がおっしゃって

る、ずっと計画に基づいて進めるにいたし

ましても、そのまま当初の計画どおりに進

めていく、平成３２年度に道の駅も改正す

るということ、この時期について改正する

のはちょっと難しかろうということは中で

も検討しておりまして、その一方で、農×

観光戦略推進計画というのは進める必要が

あったということがございましたので、そ

れについては令和２年の５月に。 

（発言する者あり） 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  それはよろしいですか。 

（発言する者あり） 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  なので、そういったことについては我々

一旦この道の駅の設置準備委員会の報告あ

るいは推進計画の見直しについて、この中

に、一応事務局といたしましては、事務作

業といたしましては、町長、なぜ白紙撤回

に及んだのかといったことについて、別の

角度からかも分かりませんけども、一旦こ

の中でまとまっているのではないかという

ふうに思っておりますので、これを基に。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  まとまってるとかまとまってないとおっ

しゃるのはそちらの勝手ですわ。でも実際

は何も書いてない。私はそんな意地悪なこ

と言ってませんよ。ここに進んできたもの

が、この中でお話しされたんならば、その

お話しされた議事録からでも資料を作って

いただけますでしょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、秋元美智子議員の一般質問を終

わります。 

  議場を換気するため、暫時休憩いたしま

す。再開は１１時３０分といたします。 

（午前１１時２０分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  議長から御指名を頂きました、中川でご

ざいます。 

  さて、この９月定例会議の一般質問では、

地籍調査や地域の防犯などについての質問

を取上げております。どうかよい御答弁賜

りますようお願いを申し上げたいと思いま

す。 

  では、まず初めに、通告書ナンバー１の

地籍調査についての質問をさせていただき

ます。 

  今から約４００年前の昔になりますが、

日本全国の土地の調査が行われました。太

閤秀吉が行ったことから太閤検地と呼ばれ

ております。この検地は農民への年貢や、

また大名や家臣への知行給付、すなわち今

で言う給料ですね。などの算定基準となっ

ておりました。江戸時代まではお米を税金

の代わりにしておりましたけれども、お米

を税金とした場合、天気、天候などの影響

により税収が不安定となるため、土地の面

積ごとに土地の価値を決め、その地価の何

パーセントかを税金として徴収する制度に

変わりました。これが明治時代に行われた

地租改正でございます。私たちが住んでい

る土地や山、また畑などのこの情報は、こ

の明治時代の地租改正により調査・作成さ

れたものであるため、土地の境界が不明確

な場合などがございます。この土地の戸籍

のような情報を地籍と呼んでおります。 

  そこで初めの質問です。この地籍の調査

が始まるとのことですが、もう始まってい

るんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  地籍調査につきましては、先ほど議員お

っしゃっていただいておりますように、昭

和２６年に制定されました国土調査法の中

で位置づけられておりまして、平成２２年

５月の国土調査事業１０か年計画で本格的

に始まったものでございます。地籍調査の

実施状況につきましては、平成３０年度末

の状況で御説明をいたしますと、全国の市

町村の約９割が調査に着手し、うち３割の

市町村で調査が終了しており、調査の進捗

率は全国平均で約５２％となっております。

しかしながら、大阪府の進捗率は約１２％

でございまして、全国平均と比べると相当

遅れているのが現状でございます。大阪府

内で本町を含めた１８市町村が未着手とな

っておりまして、本町周辺でも着手してい

る市は豊中、吹田、高槻、茨木の４市のみ

となっております。地籍調査の果たす役割、

重要性に鑑み、本町といたしましても令和

２年４月に豊能町地籍調査基本計画案を策
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定し、令和３年度から本格的に事業化して

いくこととしており、本年度は来年度から

の本格的な事業への取組に向けた準備作業

として、国庫補助金の要望に必要なもの、

調査の箇所ですとか範囲、事業費の算出と

いった作業を行っているところでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  豊能町、結構住宅地も当然たくさんござ

いますけれども、山も、畑、そういったも

のもたくさんございますけども、この地籍

調査というのはどのようにして、どれぐら

いかけて行うものなのかをちょっと確認を

させていただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  地籍調査の流れでございますが、地籍調

査の実施計画、先ほど御説明いたしました。

まず計画を策定いたしまして、調査実施地

域の住民に対する説明を行います。その後

に土地の境界を確認する、これ一筆地調査

と言いますけども、所有者とか地番、地目

等も併せて調査すると。その確認した境界

の測量をその後実施いたしまして、それが

地籍測量と言いますが、その後、地籍簿を

作って、その地籍調査の結果を確認、大阪

府の検査を受けたり国に承認を頂いたりと

いうことで、その成果をもって登記所のほ

うに送付して、それを備え付けるというこ

とになってまいります。現在、私どものほ

うで策定しております地籍調査基本計画案

では、来年度以降、平成２２年度に実施さ

れた国土交通省の基本調査により、地籍調

査に比較的着手しやすい環境が整っており

ます人口集中地区、ＤＩＤ地区と申します

が、ときわ台、東ときわ台、光風台地区か

ら着手いたしまして、その後、その他の残

された住宅地、新光風台、希望ヶ丘、あと

吉川を初めとした地図が混乱している地区

を含みます農用地地域等を順次実施してい

きたいというふうに考えておりますが、町

域全体の調査を終えるには３０年以上かか

る見込みとなっております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  御説明ありがとうございます。 

  何年ぐらいかかるんですかというふうな

質問に対して、３０年はかかるんちゃうか

という、そういう御答弁だったかと思うん

ですけども、３０年もかかるという非常に

気の長い話で、３０年たったらもう、私、

今６０歳やから９０歳で、この世にいてな

いかも分からんし、この後ろにいらっしゃ

る方も大概いらっしゃらなくなってしまっ

てるような状況で、やっとこさ終わるんか

なみたいな、そういう、今、イメージを持

ったんですけども、何で３０年もかかるの

んというところはどう捉えたらよろしいん

でしょうかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  当初の計画では１０か年、１０年を単位

として策定しておりまして、差し当たって

１０年で、先ほど御説明いたしました人口

集中地区について調査を終えるよう計画を

しています。ただ、計画では、先ほど申し

上げましたように比較的調査しやすい地区、

人口集中地区から住宅地域、農用地地域、

山林地域ということで計画をしております

けども、特に東地区ですとか吉川地区にお
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きましては、登記所に備え付けられている

地図、いわゆる公図ですけども、それと実

際の土地の位置や形状が整合していない箇

所が広域にわたって数多く存在してという

ことがございまして、そういったところに

ついて地籍調査を始めるということになり

ますと、地図訂正といったことにも取り組

む必要がございます。また、所有者等が不

明であるということもありますけども、地

図訂正を行うにつきましても土地の所有者

であります地域の皆さんの御協力、これが

必要不可欠となってまいります。そういっ

たことから、期間については通常進んでま

いりましても一定の長いスパンで計画は進

んでいくことになりますけども、先ほど私、

申し上げてましたように、東地区ですとか

吉川地区で、そういった広域にわたる地図

の混乱があるようなところにつきましては、

若干それよりも時間がかかるんではないか

ということも考えておるところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  確かに今のお話でいきますと、住宅地は

結構すいすいいくかもしれないけども、旧

村地域いいますか、そういう地域では結構

厄介かなみたいな、そういう御答弁やった

と思うんですけども、それは仕方ない、あ

る意味仕方ないかなと思いますけども、そ

れをもっと早くする方法、何かあるんです

か。例えば調査する人間が少ないから時間

かかんねんとかいうのであれば、調査する

人を人員増やすいう手も確かにあるんかな

と思いますけど、その辺りどうなんでしょ

うか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  確かに議員おっしゃいますように、体制

の問題ですね。これは関わりますこちら側

の職員の人数ですとか予算、そういったも

のを豊富にというんですか、ある一定確保

いたしますと進んでいくのかなというふう

に思いますけども、先ほど申し上げました

ように、やはり山間部であったり農用地地

域であったりというところは相当地図の混

乱がございまして、これ土地の所有者が不

明なところも出てくるだろうというふうに

思っております。土地所有者が高齢化であ

ったり、それに伴います農地やったり山林

の荒廃、こういったこともございまして、

土地の境界の確定に必要な人であったり物

という、そういう物証とか、そういったも

のがなかなか得ることが困難な地域もあろ

うかというふうに思っておりまして、議員

がおっしゃるようにその予算とか体制を確

保すれば進んでいくということはなかなか

ちょっと一概には言いにくいんではないか

というふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今の御答弁でいきますと、人数増やした

からといってそう短縮できるものではない

んじゃないかというふうなのが御答弁やっ

たと思うんですけども、観点を変えてちょ

っと質問したいんですけども、要はその境

界線、今、多分境界線ここかなっていうの

を、いやいや、境界線こっちでしたわみた

いな、多分そういうふうなことをやってい

こうという、そういうふうな取組というふ

うに私は捉えてるんですけども、当然その

ときには多分、所有者の方、関係する所有

者の方が来ていただいて、ここやけども実

際はここやねというふうなことを皆さんで
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合意する、そういうふうな場があるという

ことなんですかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  所有者の方が分かってる、お集まりいた

だいてということであれば、そこの土地の

境界を決めるには、やはりその隣接地の方

が立合いしていただいた上でそこの地籍を

決めるっていうんですか、境界を確定させ

た上で地籍としてそれを登録していくとい

うことになろうかと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  さらにその境界線が、ここからこちらに

変わったことによる影響みたいなのもちょ

っと確認をさせてもらいたいんですけども、

例えば、今、例えばこの境界線の中に例え

ば自分の持ってる木が生えているとしまし

ょうか。それが松の木か何か知りませんけ

どね。それが結構高価な松の木としましょ

うか。その松の木のある境界線が自分とこ

のエリアに今はあるけども、その境界線の

位置が変わることによって相手の人のエリ

アにその松の木が吸収された場合、その松

の木の価値というのはどうなんですか。相

手の人になっちゃうんか、自分のものにな

るのか。それはちょっと確認しとかなあか

んなと思って質問させてもらいます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  先ほど議員おっしゃっていただいている

御質問でございますけども、境界が今まで、

例えばＡという方が持っていらっしゃった

松の木が地籍調査をやって境界確定したこ

とによってＢという方の所有になったとい

うことであれば、これは地籍調査終了後の

松の木の所有者はＢの方ということになり

ます。当然、境界を決めるときにも関係者

全員が立ち会っていただいて、境界確定し

て、その後、明示の図面を作成して、全所

有者に確認を頂いた後、実印を押印して明

示結了図が完成するという流れになります

んで、地籍調査を行ったことによって今ま

で不明確であった境界がはっきりするとい

う、こういうメリットがございますので、

それ以降の所有者についてはＢの方が松の

木の所有者になっていくということになり

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、Ａさんの、今まで例えば

それが５０万円の価値のある松やとしたら、

その５０万円の価値がＢさんのほうになっ

ちゃうという、そういうふうな意味ですね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  当然、そのＢさんが黙って松の木を自分

のものにするわけではございませんでして、

地籍調査をするときにはＡさんもＢさんも

立ち会っていただいて合意の上で境界を決

めるということになりますので、そこでＡ

さんが例えば、いやこれは松の木はうちの

松の木やというふうなことをずっと申し立

てるようであれば、そこは境界確定しづら

い土地になってしまって、そのままもめご

とが残ってしまうということになってくる

と思います。ただ、そうなると、地籍調査

によって境界が確定しないという土地にな

ってまいりますので、筆界未定地みたいな

ことになると思うんです。そうなると結局、
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今後、何かで例えば売買するにしても、結

局その個人さんの負担でその境界を確定さ

せていかないけないということになってま

いりますので、やはり我々といたしまして

はこの地籍調査を活用頂いて、そういう、

今まではっきりしていなかった境界につい

てもＡさんとＢさんで協議頂いてはっきり

決めていただくというふうなことが望まし

いんではないかというふうに思っておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、私申し上げたのはほんの一例かも分

かりませんけども、この地籍調査によって

境界線が変わることによる厄介な部分です

ね。課題点といいますかね。そういったも

のもしっかりとちょっと洗い出しなんかを

して、しっかりとこの調査を進めていくよ

うな必要が私はあるんかなと思ったんです

けども、どうかその辺りしっかりと対応、

住民さんが困らないようにしっかりと、今

後困らないように対応をしていっていただ

きたいなと、このように思います。 

  この地籍調査のもう一点の質問になるん

ですけども、平成３０年９月に、私、住民

票の除票の保存期間についての一般質問を

させていただいたことがありました。亡く

なった方の土地の名義について、この名義

の変更を実施していなければ、年数がたて

ばたつほど相続人の人数が増えて相続が非

常に困難になるため、名義変更を促進する

必要性を述べさせていただきました。今回、

地籍調査が始まるということで、古い名義

を新しい名義に変更していく、そのような

促進ができるのではないかと思っています。

この地籍調査で所有者が立ち会うとのこと

になっていますので、その折にでも名義が

古い場合、名義変更を打診してみてはどう

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  地籍調査につきましては、官民境界はも

ちろん、民民の境界も実施していきまして、

これらの境界に先立ちまして、公図の調査、

土地所有者の調査なども行います。ただ、

地籍調査は土地の表示に関する調査でござ

いまして、所有権を移転させるものではご

ざいませんので、売買とか先ほどおっしゃ

っております相続等で所有権が変わってる

というんですか、既にお亡くなりになって

いる。こういった場合については地籍調査

を行う際に早めに手続を済ませていただく

よう、名義の変更を行ってはどうかといっ

た提案はさせていただきたいというふうの

思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  しっかりと課題を克服しながら、これか

ら進めていただければと、このように思い

ます。 

  では、次の質問に移らせていただきます。 

  次に、通告書ナンバー２の地域防犯につ

いての質問に移らせていただきます。 

  少し前かなと思うんですけども、自治会

の連合会から、豊能町の主要なところに防

犯カメラを増設いうか、設置してほしいみ

たいな要望があったように、私、ちらっと

聞いておりますけども、その要望に対して

どのような対応といいますか、回答になっ

たのか確認をさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  要望がございましたのは今年３月でござ

います。その前に、これまでの防犯カメラ

の経緯でございますけども、本町では平成

２８年度と２９年度の２か年、自治会に対

しまして防犯カメラの設置補助を行ってま

いりました。１年目には７自治会で３５台、

２年目には１自治会で５台ということで、

合計その２か年で八つの自治会で４０台の

防犯カメラに対し補助を行ったという経緯

がございました。その時点でそれで一応本

町の防犯カメラの設置の制度は打切りとい

うことにしておりましたが、先ほど申し上

げたとおり、今年の３月になりまして、自

治会長会の会長さんから、町長と町議会の

議長宛に防犯カメラの設置要望書が提出さ

れたということでございました。現在では

大阪府とか国の補助制度がもうございませ

んので、また補助制度があればそういう予

算化を検討するというふうに回答させてい

ただいたところでございましたが、その後、

また今年の６月に自治会長会の会議がござ

いましたが、その場でその自治会長会の方

から、町長に対して、今度は口頭でござい

ますが、防犯カメラの設置要望が意見とし

て出されました。町長もその会議に出席を

しておりましたので、町長がその場で、来

年度の予算に向けてもう一度検討し直して

みるという旨を回答したところでございま

して、我々といたしましては国や府の補助

制度がないのか、もう一度、今、調査研究

をしているところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  そのような、今、状況になっているとい

うことだと思うんですけど、結局は国や府

の補助があればというふうな位置づけ、そ

れとも府や国の補助がなくても、町単費で

もやっていく、そういうことも検討するの

か。その辺りはどうなんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今現在のところは平成２８年度に補助制

度をしましたときも、府と町と１０万円ず

つ、合計２０万円というような上限の補助

制度を持っておったわけでございまして、

その次の年は町単独で２０万円という制度

もやったわけですが、やはり町としては国

とか府の、そういう特定の財源があるとき

にそれを活用して自治会の方々に補助をし

たいというような思いは続いております。

継続はしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、あくまでも国とか府のバ

ックアップいうか補助がないと、ちょっと

前に進みにくいのかなみたいな、そんなふ

うに私は受け取らせていただきました。そ

ういった意味で、結局、今の現状ではすぐ

には増設、防犯カメラの増設は難しいのか

なというふうに私は思いました。 

  実はこの防犯カメラというのは、決めら

れた場所に設置している、すなわち場所固

定ですね。これが通常防犯カメラと言われ

ているものでございますが、これに対して、

実は動く防犯カメラ、すなわち移動式の防

犯カメラということになりますが、自動車

のドライブレコーダーを防犯に生かす取組

が最近見受けられます。まずは吹田市、大

阪府の吹田市の事例でございますが、自動

車にドライブレコーダーを設置されている

住民さんやその地域の会社が存在する営業

車ですね。そういったものに協力を頂いて、

犯罪や事故の捜査のためにドライブレコー
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ダーの録画映像を提供していただくという

システムでございます。あらかじめ住民さ

んなどにメール登録をしていただく必要が

ございますが、警察署から情報提供依頼が

全てのメール登録者に送信されることにな

る。例えばどこかの場所で何か事件があっ

た、事故があったというときには、その時

間帯、その辺りに走っていた人、情報頂け

ませんかというようなお知らせが警察のほ

うから登録者全員に送信されるような仕組

みとなっているようでございます。そして、

さらにそのメール登録していただいた協力

者の皆さんには、自動車用にステッカーが

配布されることになっております。こんな

感じですね。こんな感じ。こんな感じとい

う。要は、このステッカーにはドライブレ

コーダー搭載車、地域の見守り協力者みた

いな、そのような言葉が内容に記されてお

りまして、このステッカーを自動車に貼っ

ておくことで地域の見守りの目を増やすこ

とになり、犯罪の抑止、防止につなげるこ

とができようかと思います。この防犯カメ

ラの設置が、固定の防犯カメラの設置が今

のところ困難でありそうですので、豊能町

としてもこのドライブレコーダーを活用し

ての地域防犯やってみてはどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員から通告頂きまして調べまして、議

員がおっしゃるとおりの制度、吹田市にご

ざいます。御提案の中身につきましては犯

罪の抑止のために非常に効果があるものと

いうふうに思うわけでございます。一方で

ドライブレコーダーというものは、その特

性上、歩行者でございますとか、通行中と

か停車中の車でございますとか、車内での

会話とか、車内の状況が全て録画・録音さ

れているというようなことがございまして、

記録を警察に提供される場合はこのプライ

バシーが問題になるということも考えられ

るということを思っております。また、警

察につきましては、そういう犯罪が発生い

たしましたら広く住民の皆様に情報の提供

を呼びかけられるというふうに思っており

まして、わざわざ制度化をしなくても、恐

らくドライブレコーダーを積んでいらっし

ゃる方々は警察に情報提供し、警察はその

情報を得るということは、制度があろうが

なかろうがそんなことあるんだろうなとい

うふうに思うわけでございますけども、こ

の議員提案の方法は市がやっているという

ようなことでございますので、どうも調べ

ますと、警察は事件があったら市に対して

情報の提供を依頼し、今度は市がメールア

ドレスでその協力者の方々に協力を依頼す

るというようなことで、どうも市が広報し

ているようなところでございますので、こ

れをするとすると町も広く広報するという

ことになりますから、その協力者を募集し

ていますよとか、ステッカーを貼ってやっ

ていますよというようなことが広く知られ

ることになれば、犯罪を抑止することには

つながるというふうには思うわけでござい

ます。現状で実施をするのであれば、町民

の方々に募集をするということも考えられ

るでしょうけども、まずは公用車でござい

ますとか、特に町内を走行する時間が一番

長いと思われます清掃の収集車、パッカー

車、これらが一番適当ではないかなという

ふうに思うところでございます。ただ、本

町の公用車はまだドライブレコーダーを１

台もつけていないというようなところでご

ざいますので、まずやるならば購入、設置

することから始めなければならないという

ところでございまして、仮に公用車、今、

５０台以上ありますので、仮にそれも１台
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２万円とするならば１００万円程度の費用

が必要になるのかなというふうに思うわけ

でございます。ただ、パッカー車だけなら

ば７台程度ですので、そんなに予算は要ら

ないんですけども、そういうことを公用車

を中心にやるとするならば、それもやはり

やってますよということを広く知らしめな

いと防犯効果はないというふうに思います

ので、そういうことも少し検討したいなと

いうふうに思うわけでございます。今後、

警察の御意向でございますとか、プライバ

シーの問題とか、町の犯罪特性を踏まえま

して、今後の検討課題としたいというふう

に思うところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  吹田市は公用車も当然ながら、住民さん

にも協力頂いてというふうなことですけど

も、まずは豊能町としては、できるんであ

れば公用車から始めるような形で進めるこ

とを検討したいという、そのような御答弁

だったのかなと、このように思っておりま

す。分かりました。ただ、公用車につける

といいましても、１日２４時間、今はちょ

うど明るい時間帯ですけども、夜中、夜、

真っ暗な時間帯、そういうときには多分公

用車が、パッカー車にしてもそうですけど

も、走り回るいうことはまずあり得ないと

思うんですね。そういった意味で、暗い時

間帯ですね。要は公用車が走らないような

そういう暗い時間帯の監視を増やし、いわ

ゆるカバレッジを増やすといいますか。そ

ういう動く防犯カメラの事例も実際ござい

まして、それも次に念のため紹介をしたい

と思います。 

  静岡県藤枝市では、新聞配達のバイクに

ドライブレコーダーを取り付けて、地域の

防犯防止を図っております。新聞配達は夕

方だけでなく真夜中の３時や４時という、

世間が寝静まっている時間帯にも地域内を

くまなく走行しており、真夜中に発生する

強盗などの犯罪に抑止効果が期待できると

のことでございます。豊能町でも、先ほど

行政からというお話ございましたけども、

今すぐには無理かも分からないけども、行

く末はそういった真夜中も監視するぞみた

いな、そういうふうな意味合いで、新聞配

達の皆様の御協力も得て、このドライブレ

コーダーで地域防犯に生かしていくという

ようなことも先々考えてみてはどうかなと

思うんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  それも通告を頂いて調べまして、議員の

おっしゃるとおりでございまして、抑止効

果はあるというふうに思います。バイクの

エンジンをかけただけでドライブレコーダ

ーの録画がスタートするというような、そ

んな制度のようでございます。その辺も含

めまして今後の検討課題としたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  とにかく最近も、何か空き巣が、何か事

件があったみたいなメールが、たんぽぽメ

ールかな、あったように思いますので、し

っかりと、住民さんが本当に災害、被害に

遭わないようにしっかりとこれからも防犯

に努めていっていただきたいと、このよう

に思います。 

  では、続きまして、通告書３の農林業被

害防止事業についての質問に移らせていた

だきます。 

  豊能町は山間地域に位置するため、町内
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には多くの田んぼや畑が存在します。また、

山間地域であるため、野生の鹿やイノシシ

も当然生息しております。この野生の鹿や

イノシシにより農作物が荒らされる被害が

どうしても発生いたします。この被害を軽

減するために、農林業被害防止事業として

有害鳥獣の捕獲をしておりますが、この有

害鳥獣の捕獲で駆除された鹿やイノシシな

どは、その後どのように処理をされている

んでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  豊能町でイノシシあるいは鹿といった有

害鳥獣の捕獲でございますけども、イノシ

シであれば大体１年間で６０頭前後、鹿で

あれば７０頭から１００頭ぐらいが捕獲さ

れるということでございます。そういった

有害鳥獣の捕獲後の処理につきましては、

令和元年度に策定しております豊能町鳥獣

被害防止計画におきまして、猟友会等にお

いて適切に処理することとされておりまし

て、現在計画に沿って処理をしているとこ

ろでございます。具体的には、鹿、イノシ

シにつきましては猟友会に委託し、埋設処

理を行っているということで、会員の皆さ

んがそれぞれ自己所有地で処分されている

ということだというふうに思っております。

農林水産省の調査でも、現場で埋設処理さ

れるといったものが８割前後ということで

報告がございますので、我々としては計画

に基づいて処理しているというのが現状で

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今の御答弁でいきますと、駆除いうか捕

獲されたイノシシや鹿のほとんどは埋設処

理されているということをお聞きしました

けども、何か私、もったいないなというふ

うに思った次第でございます。 

  そこで、この捕獲された、また駆除され

た鹿やイノシシを実際有効活用されている

事例いいますか、地域がありますので、こ

こで紹介をしてみたいと思います。 

  一つ目は、捕獲された、駆除された鹿や

イノシシを動物園のライオンやトラなどの

肉食獣の餌として利用する、屠体給餌とい

う取組がございまして、この屠体給餌とは、

捕獲された鹿やイノシシを、ある程度の形

ある状態でライオンやトラなどに与える方

法でございます。通常、動物園の肉食獣の

餌は家畜の精肉、すなわち私たちが肉屋さ

んで買うようなお肉と同じようなものです

ね。そういった精肉が使われているようで

すが、捕獲された鹿やイノシシをある程度

の形ある状態で与えることで、ライオンな

どの動物が本来の生態を見せることから、

飼育動物の環境を自然界に近づけることが

できるため、環境エンリッチメントと呼ば

れております。飼育されている動物たちが

豊か、エンリッチになるということでござ

います。この屠体給餌は欧米では珍しくな

く、日本でも東北の盛岡市の動物園、そし

てお隣、京都市の動物園、そして九州は熊

本市の動物園などでも始まっているようで

ございます。福岡県の糸島市では、感染予

防が必要ですけども、駆除されたイノシシ

や鹿の内臓などを除去して、低温殺菌凍結

処理をした上で動物園に販売しているよう

でございます。豊能町でも捕獲された鹿や

イノシシをこのような形で動物園のライオ

ンなどの餌として活用することを進めてみ

てはどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 
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○都市建設部長（高木 仁君） 

  先ほど議員が御説明頂いている屠体給餌

という方法によります捕獲駆除した鹿、イ

ノシシ処分ということでございますけども、

先ほど御説明頂いておりますように、全国

的に少しずつ屠体給餌という方法で捕獲し

た鹿やイノシシを餌として利用するという

ことが広まっているというふうには思って

おりますが、先ほど議員おっしゃっていた

だいておりますように、事前に加工する必

要がございます。一般的に鹿やイノシシな

どの野生動物にはノミやダニ等の寄生虫あ

るいは感染症を引き起こすウイルスが介在

しているというふうに考えられており、こ

れらを除去するために洗浄施設あるいはウ

イルスを殺菌するための冷凍低温解凍施設、

こういった施設が必要になってまいります。

また、餌として利用できない頭の部分、あ

るいは内臓を取り除くための解体施設も必

要ということで確認はさせていただいてお

りまして、現在、本町には当然このような

処理施設がございませんでして、御提案頂

いております事業を進めるためには、また

新たな施設を整備するということを検討し

ていかなければなりません。また、運営面

におきましても餌の需要がどれぐらいある

のかなど不明な部分がまだまだ多いという

ふうに思っておりまして、現時点でこうし

たいろいろな施設を設備投資していくとい

うことについては慎重に検討する必要があ

るというふうに考えておりまして、こうい

った新たな施設を整備する、あるいは運営

に要する費用ということを考えますと、現

時点では本町にはまだなじみにくいという

ふうに考えておりまして、引き続き全国的

な取組状況など、情報収集に努めてまいり

まして検討してまいりたいというふうに思

っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  確かに今、部長御答弁頂いたように、屠

体給餌するにはある意味、結構品質の維持、

設備もそうですけども、その品質の維持と

いう、そういったものが非常にハードル高

いということで難しいかなというふうな御

答弁だったように思います。 

  それでは、そういうふうなことをある程

度避けることができるんじゃないかなとい

う、別な方法を次に紹介してみたいと思い

ます。 

  それは駆除した鹿やイノシシを熱処理し

堆肥化する、佐賀県武雄市の取組でござい

ます。佐賀県の武雄市では年間2,０００頭

から3,０００頭のイノシシが駆除、捕獲さ

れております。このうち食肉加工されてい

るものは１割未満で、残りは業者に処分委

託しておるようでございますが、その処分

委託が難しくなったことから、乾燥炉で熱

処理を始めているようです。乾燥させた後

に粉末にすることで堆肥化できるという仕

組みでございます。粉末化した生成物の分

析結果では、窒素、リン酸、カリ、すなわ

ち植物に必要な三大要素ですね。そういっ

たものが含まれていることから、野菜など

に向く栄養価の高い肥料になると見込まれ

ているようでございます。先ほどの屠体給

餌は非常にハードル高いようですけども、

豊能町でもこの駆除されたイノシシや鹿を

堆肥化して農家の皆さんに供給するような

ことをしてみてはどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  先ほど議員から御提案頂いております、

今度は堆肥化ということでございます。議

員、御紹介頂いておられますように、佐賀
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県の武雄市でこういった取組が行われてお

るようでございまして、武雄市のほうでは

年間2,０００頭から3,０００頭のイノシシ

が捕獲されておりまして、先ほど議員がお

っしゃっておりますように、食肉加工が１

割未満ということで、以前から市外の業者

に焼却処分を委託してたということで、そ

ういった業者での処分が困難となったため

にどういう方法があるのかというところか

ら、乾燥炉で処分する方法が導入されたと

いうふうにお聞きしております。こういっ

た処分を経た後、出てきたものが堆肥とし

て活用できるものであったということから、

堆肥化の業務を取り組んでおられるという

ことでございますが、こうした処分方法に

つきまして、日本でもほかにあまり例がな

く初めての取組のようでございますけども、

建設費用として約3,０００万円を要してお

られるというふうにお聞きしております。

また、１回で処分できる量は４００キロか

ら５００キロ程度、２０頭前後分というこ

とでございまして、１回処分するのに燃料

費として約5,０００円が必要ということで

お聞きしておりまして、年間の処理経費と

しておよそ１００万円を見込んでおられる

ようでございます。一方で、こうした処理

には年間を通してある程度のまとまった量

が必要ということになってまいりますが、

先ほどの御質問で申し上げましたように、

本町の場合、イノシシの捕獲頭数は例年５

０頭から６０頭前後で、鹿と合わせまして

も２００頭に足らないということでござい

まして、武雄市と比べますとスケールメリ

ットが十分に生かせないのではないかとい

うふうに思っております。今後、現在の処

理方法に何らかの支障が生じるような場合、

御提案を頂いた処理方法について検討させ

ていただくいうことも考えられますが、先

ほど申し上げました建設処理費用、また本

町におけます捕獲頭数等を考えますと、現

時点で導入することは難しいのではないか

というふうに考えております。また、武雄

市におかれましても今年度中に処理後の成

果物の成分の分析や実験を進めて実用化を

目指すとされておりまして、まだ試行中の

部分もあるようでございまして、課題もあ

るということでお聞きしておりますので、

引き続き情報収集に努めまして、こちらも

勉強はさせていただきたいというふうに考

えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  これからもしっかりと調査研究をしてい

ただければと思います。いずれにしまして

も結構農作物の被害というのはやっぱりこ

れからもあると思いますので、これからも

私、引き続きそういう農作物の被害を減ら

すようなことについて、また御提案をさせ

ていただきたいなと思います。 

  では、次の質問に移ります。 

  通告書ナンバー４の将来の空き家化の回

避についての質問に移らせていただきます。 

  ２０１９年時点での全国の空き家率は１3.

５５％となっておりました。空き家の総数、

数が８４６万戸です。令和２年の東京都の

世帯数が７１８万世帯ですので、この東京

都の７１８万世帯という世帯数がほぼイコ

ール住宅の数とみなすと、全国の空き家の

総数は東京都の世帯数に匹敵するぐらい空

き家が多いというふうなことになろうかと

思います。この空き家にもいろいろ定義が

ございまして、一つ目には別荘的な２次的

住宅、そして二つ目には賃貸用として使う

もの、そして三つ目には売却しようとして

る、そういう住宅、そして四つ目はその他

の住宅という位置づけでございます。転勤

したり、また入院したり、また死亡される
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ことで長期間にわたって不在となるのがこ

の４番のその他の住宅の位置づけでござい

ます。この④のその他の住宅というのが空

き家問題の根本的課題部分であるとも言わ

れてるようでございます。町内でも高齢化

が進み、所有者がお亡くなりになられた後、

家の中の家財道具ですね、そういったもの

の整理が進まない状態になっているおうち、

空き家ですね、そういったものも存在して

いるようでございます。そこで、今後の空

き家化を防止するために、リースバック方

式を推進してはどうかなと、このように思

っております。 

  リースバック方式とは、住んでいるその

住宅を売却し、そしてその売ったおうちを

買手から改めて家賃を払って住み続けると

いう仕組みでございます。したがって、こ

のリースバック方式で住宅を売却すること

で、将来、住宅の有効活用が促進できるの

ではないかと思っております。このリース

バック方式で将来の空き家化を少しでも軽

減する、回避してはどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  議員おっしゃっていらっしゃいますリー

スバック方式については非常に有効な活用

方法だということは認識しております。豊

能町の場合ですけれども、家の持ち主が亡

くなられてしまわれた後、相続や家財の処

分などに時間がかかりまして、空き家とし

てことが多ございまして、これによって人

口の循環が滞ってしまっている、このよう

な状況があります。豊能町におきましても、

高齢者の方がお住まいの場合については、

高齢者の方のお住まいの終活ですよね。こ

ういう形で利用されることによって将来の

空き家化に回避できる機会があると認識し

ているところでございますので、このよう

なことも精査しながら考えてまいりたいと

思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  高齢者の親が亡くなって、家を継ぐ人が

その地域にいなければ空き家となる可能性

が高いと。相続の場合、築何十年のおうち

を相続してもすぐに売れるとは限らないん

ですね。リースバック方式であれば、家が

売れるまでの期間の維持管理費を支払う必

要もなくなります。そのような観点からも

しっかりと、今、御答弁ありましたように

リースバック方式、これの推進をしていた

だいて、今後の空き家化の回避に努めてい

ただきたいと、このように思っております。 

  では、時間がもうありませんので以上で

終わらせていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、中川敦司議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時１０分といたします。 

（午後０時１４分 休憩） 

（午後１時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ８番・大阪維新の会の小寺正人でござい

ます。 

  現職の箕面市長の不出馬に伴いまして、

８月２３日、箕面市長選挙が行われました。

その結果、維新の会の市長が当選いたしま

した。これで豊能町、池田市、箕面市の近

隣３市町の首長がそろったことになります。

このようなチャンスはそうざらにあるもの
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ではないと考えていますが、いろいろな行

政課題を解決できる機会を得たと感じてお

ります。町長の御感想をお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  広域行政が推進できるのか。そして感想

はということなんですけれども、これまで

行政は３市２町、７市５町、そういうよう

な広域連携はできていたと思います。ただ、

今回、本町だけでなく近隣市町村の課題共

有という部分に関しては、党に関係なく今

までもこれからもやっていかないといけな

いと思います。ただ、私がやっぱり感じま

すのは、同じ党の所属であればやっぱり結

束力の違い、それから常にコミュニケーシ

ョンを取れる体制があるということですの

で、情報量も相当差があると実感してます。

今後、２市３町での連携は広域行政ととも

に本当に必要であり、今回のものは起爆剤

というように感じております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  先日、大阪府議会、大阪市議会において

特別区設置協定書が採択されました。これ

を受けて１１月１日に、いわゆる大阪都構

想の賛否を問う住民投票があるとうわささ

れております。住民投票の結果、賛成多数

となれば、２０２５年７月１日だったと思

いますが、大阪市が廃止されて四つの特別

区が誕生するという、新しい大阪都がスタ

ートすることとなります。大阪の広域行政

がさらにレベルアップすることになること

を期待しております。水道の一元化で地域

一水道、料金一元化などを期待できるので

はないかと我々も思っておりますし、豊能

町の住民もすごくこれを期待しております。

また、新市長が従来より、消防の一元化で

さらに高度な技術を持った消防、ハイパー

レスキュー隊の実現など、いろいろと住民

の集会の中で述べておられますので、住民

がより安全で安心できる生活の実現も期待

できると考えておりますがいかがでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今回、住民投票がするということで決定

をいたしました。この目的自身は今、二重

行政の解消、そして広域の機能の一元化と

いうところが目標でございますけれども、

これが実現できたときっていうのは、私は

大阪と東京都が対抗して、そして大阪の経

済が発展するというところのものになると

思います。それから大阪市と大阪府が統合

されるということは役割分担が明確になる

というところで、府の役割、そしてそれぞ

れの市町村の役割ということが明確になっ

て、さらに進むというように思ってます。

お話のありました府域一水道、これは今ま

でも検討課題に上がっておりますけれども、

これは一気といいますか、それに向けて手

続が踏まれてくるということでございます。

ただ、料金の一元化というのは非常にハー

ドルが高いというように思いますので、こ

れは時間かかると思います。消防に関して

は全くそのとおりでございまして、東京都

はハイパーレスキュー隊をもってそういう

支援ができる。大阪の場合はやっぱり市町

村の壁があったというところでございます。

それからさらに、消防だけではなくて医療

面も含めて大きく変わってくるというよう

に思います。それが変わるタイミングを見

越して、町としてやらねばならないこと、
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これさらに要望していくことというのを今

現在まとめて、それに向けて協議をしてる

ところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  また、大阪都の実現が豊能町のような財

政力基盤の脆弱な自治体が抱えている政治

的困難や財政的困難などの行政課題を広域

化することで、大きなお金をかけずに効率

的にできる時代の到来を期待しております。

単なる東京都のコピーではなくて、後から

できるもんですから、少なくとも東京より

も進んだ新しい大阪都にならなくてはいけ

ないと考えますが、町長のお考えはどうで

しょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  全くそのとおりでございまして、コピー

ではなくて、東京という、経済圏もそして

課題も違いますので、それらに向けて一気

に進めなければなりませんし、市町村も含

めて協力をしていかないといけないと思っ

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ちょっと通告を飛ばしまして、４番目の

ところから、いつもここが抜けますので先

にやりたいと思います。 

  選挙をきっかけとして、先月の８月、箕

面市内全域をくまなく回ってみて気づいた

ことがあるわけです。何かといいますと、

箕面の教育の実態はどうなってるのか。箕

面の教育長をやられた教育長が、今、取り

組んでいる教育力日本一を目指しているん

だけれども、何か施設一体型小中学校の実

現に偏ったような意見を持っておられるよ

うに、僕は常々感じているわけです。実際

に回ってみたら、施設一体型小中学校とい

うのは二つしかないわけですよね、箕面に

は。そのほかは道路を挟んで右側に中学校、

左側に小学校、これが二つほどあったかな。

それから点々とあって、規模はかなり大き

いけれど、施設一体型が豊能町の教育を変

えるのかどうなのかというか、それだった

ら箕面は施設一体型の学校は二つしかない。

ほかの学校も全然、実力差が落ちるのかと

いう、何か疑問にちょっとかられまして。

箕面市の教育長をかつてなさってた森田教

育長に主に尋ねていくことになりますので

よろしくお願いします。 

  箕面市の全国学力テストの成績というの

が大阪府下で毎回１・２を競っていると。

その秘訣は何なのかと。施設一体型小中一

貫教育が理由なのか。どうなんですか。ど

こにその秘訣があるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  教育長の森田です。 

  小寺議員さんのほうの、これは小中一貫

教育についてのお尋ねだというように思う

んですが、これは施設、先ほど御質問のあ

りました施設一体型か施設分離型か、これ

連携型とも申しておりますけれども、これ

は、大切なのは９年間を通して、それで１

人の先生がこの学年、子どもたちを見ると

いうんじゃなしに、学校全体で、とりわけ

一体型の学校は小中学校の全ての先生で子

どもたちを様子を見て、そして支援をして

いく、応援していくという形が取れるとい

うことがすばらしいところだというように

思います。これが２校ございます。これを

モデル校としております、箕面のほうでは
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ね。それで、ほかの学校につきましては連

携型、施設分離型、離れております。小学

校と小学校、中学校と小学校、１小学校に

２中学が基本のパターンなんですけれども、

ここでも小中一貫教育を、これは平成２０

年から実施をしておるところでございます。

ただし、やはり先生方、子どもたちの交流

がなかなか意図的、これ計画的にやらない

と進まないということでございますので、

効果から見ますと、やはりこれは一体型、

一貫校のほうは大きな効果を上げていると

いうような状況でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今の御説明を勘案すると、施設一体型と

いうよりも、箕面の小中一貫教育の特色は、

今おっしゃったように小中学生が９年間一

貫してステップアップ調査を行っていると。

それをちょっと内容をお聞きしたいと思い

ますが、まずその調査目的はどのようなも

のなのか御説明ください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今のお尋ねでございますけれども、箕面

のほうではステップアップ調査、これは小

学校１年生から中学３年生まで、９年間毎

年これを実施をしておるものでございます。

それも学力だけじゃなしに、学力と大変相

関関係の高いと言われております体力、そ

して心の問題、この全てにわたって調査を

行うということで、やはり子どもたちに

知・徳・体、確かな学力、豊かな心、健や

かな体、これをバランスよくやはり身につ

けていくことが大切だろうと。一人一人の

状況をきちっと、１年間どれぐらいの学力

がついた。できてないところはどこか。そ

このところをきちっと把握をし、てそして

支援・応援をしていく必要があるというこ

とが一つでございます。もう一つは、小中

一貫教育、９年間をつなぐ教育、これを進

める中で、例えば不登校の数は３年間で半

減したんです。千分率で。それから先生方

の意識もやはり９年間で子どもたちを見て

いこうという意識に変わってまいりました

けれども、子どもたちの学力とか体力とか

心の問題はなかなか客観的に把握すること

が難しかったということで、きちっとこれ

は把握する物差しが必要であろうというこ

とで、このステップアップ調査、２年間か

けて研究をし、そして教職員、先生方に負

担をかけるということじゃなしに、業者と

タイアップをいたしまして作成をいたした

ものでございます。振り返りテストなんか

も全部その中に入れておるものでございま

す。これは箕面市で業者連携して作りまし

たけれども、どこのまちでも使えるという

ようなことにしたところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そのステップアップ調査、テストですよ

ね。それと同等のことを豊能町もやってい

ると。チャレンジテストと呼んでいると。

そういう話でしたよね。本当に同等のこと

なんですかね。チャレンジテストは９年間

やってます、豊能町。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  豊能チャレンジという形で、これは先ほ

ど申しました、箕面で実施しておりました

ステップアップ調査、これは豊能町の子ど

もたちに合うような形で実施をしていこう

とするものでございます。校長会のほうと
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調整をいたしまして、テスト、テストとい

うことで子どもたちに負担ができるだけか

かってはいけませんので、国の全国学力学

習状況調査、４月１７日、これに実施がさ

れる予定でございました。その日に豊能町

のほうでは国の対象の６年生と中３以外の

学年の子どもたち、テストの日として設定

をし実施しようとしておったものでござい

ます。ただ、ステップアップと違いますの

は、これは指標、目標、それぞれの学校で、

学年で、どれぐらいの、最初に指標を立て

て、そこにどう近づけていくかという形を

取っておりますけれども、最初からそうい

うところは豊能町では考えておりません。

ただ、やはり段階を経て、豊能町の子ども

たちあるいは学校の状況に応じて、そうい

うものも作成していかなくてはならないと

考えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  聞いてみたんですよ、箕面市に。そうし

たらチャレンジテストというのは実は小学

校５年生しかやってないと、そう聞いたん

ですけど、そうじゃないんですか。全学年

やってるんですか。そうすると、出てくる

成績を、東京書籍という会社と一緒に作っ

たんですよね、箕面は。それでいろいろな

分析ができるようになっていると。何がで

きるのかというと、児童や生徒一人一人の

教育指導ができるようになってると。それ

から学習状況、それから生活状況の改善が

見られると。何よりも教員の指導力、授業

力の向上が見られると。つまりこれこそが

教育力ですよね。だから豊能町でいう教育

力というのが、ここのところに集約される

と思うんですよね。ここを上げれば日本一

ということになるわけですよね。教員の指

導力、授業力の向上、これに尽きるのでは

ないかと思うわけですが、いかがでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  これは一つの学年で実施することではな

しに、９年間やはり子どもたちの成長を小

学１年生から丁寧に見ていこうという大き

な目的があります。それは全校、全児童を

対象に実施をしておるものでございます。

昨年８月に、彩都の丘学園を教育委員さん

と訪問をしたときに彩都の丘の教育指導計

画を頂きました。その中でびっくりしまし

たのは、このステップアップ調査のことが

きちっと、そのそれぞれの学校の教育活動

にきちっと落とし込まれている。これが、

ここにありますのは箕面市の目標値なんで

す。それを各学校の目標、そして各学年の

目標に落とし込んで、これを一つの目標に

いろいろな教育活動を実施しているという

ことでございます。そういうことで学力と

生活と体力、それぞれの目標値が出ており

ます。それで、教職員の先生の物差しだけ

ではなしに、実際には各学校の教育活動、

どうだったか、１年間を振り返って。その

物差しでもあり、それから子どもたちの１

年間を振り返る。これは個人懇談で、最後

の、保護者の方とこの結果を見ながらいろ

いろなやり取りをいたします。成長の、子

どもたちの物差し。それから先ほど御指摘

のありました指導の物差し。そして事務局、

教育委員会のほうとして各学校から上がっ

てきた成果、状況を見ながら、何をそした

ら事務局、教育委員会としては応援をして

いかなくてはならないか。どの教科、どの

学年とか、学校にいろいろな課題がござい

ますので、そういうふうな支援の物差しに

も使うというような中身でございます。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  先生が生徒を見てるわけやから、教育委

員会は一体何をしてるんですかね。教育委

員会は先生を指導してると、そういうふう

になっているんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  教育委員会のほうは、先ほど申しました

ように、こういうような調査をやった場合

は、その結果を基に、校長あるいは校長先

生、教頭先生からヒアリングをして、それ

で指導させていただくと。指導の結果は先

生方にまた伝えてもらうと。次の年の教育

活動に反映させていただくというような形

で、教育委員会はあくまで学校を、子ども

たちの教育活動が順調に行われる手助けと

いうんですか、そこをやはり一番考えてい

かなくてはならない。また教育環境を整え

ていかなくてはならない。そういう役割だ

というふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうしたら、その生徒さんがいてはると。

それを見守る、先生が。個人的に全部見れ

るわけやから、どの先生からも見れる。教

育委員会は、学校がいっぱいある、学校を

見てるということですよね。保護者はその

結果、ステップアップ調査の結果は見れる

んですかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  ステップアップ調査の結果につきまして

は、学力、体力、そして心の問題、その調

査の結果を毎年１枚にまとめまして、それ

で最後の懇談のとき、３学期、大体１月の

終わりから２月に実施しておるんですけれ

ども、それが２週間ぐらいで上がってきま

すので、最後の懇談会のときに保護者の方

とその結果を基に、今年は子どもさんこう

いうところを頑張った、こういうふうなと

ころを次の学年では頑張ろうというような

お話をさせていただくと。そして、その資

料については保護者にお渡しをし、家庭で

も残していっていただく。学校のほうでも

次の担任に引き継いでいくと。９年間ずっ

とつないでいく。子どもたちの成長の足跡、

そして先生方の指導の足跡になるものだと

いうように考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そのステップ調査を豊能町に持ってくる

ということは可能なんですよね。業者がオ

ーケーと言えば可能ですよね。箕面だけし

かこれはできませんという、そんなもんで

はないですよね。そうすると、そのステッ

プアップ調査に１人あたまどんぐらいのお

金がかかることになりますかね。引っ張っ

てくるとしたらですよ。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  小学校１年生から、中学３年生は全国の

ほう、小学校６年とやりますので、それを

除きまして、今年度の予算額は全体で１７

０万円を予算計上し、認めていただいてお

るところでございます。 

（発言する者あり） 

○教育長（森田雅彦君） 

  豊能町です。 
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（発言する者あり） 

○教育長（森田雅彦君） 

  それはちょっと、それにつきましては今、

把握はいたしておりませんが。 

（発言する者あり） 

○教育長（森田雅彦君） 

  箕面市では全部で2,０００万円を予算計

上されているということでございます。す

みません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、それを豊能町に引っ張って

きたとすると、2,０００万円、１万2,００

０人の生徒で2,０００万円というと、一人

あたま1,６６６円、1,７００円ぐらいを予

算計上したらできるということですよね。

箕面のエキスを豊能町に引っ張るのに一人

頭1,７００円ぐらい。それが大体、１７０

万円いうたら同じぐらいやね。一緒やね。

そんなら安くつく、金額的には非常に安い。

それでエッセンスが得られると。こういう

ふうに解釈したらよろしいですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  先ほどから御答弁させていただいており

ますように、箕面のステップアップ調査、

これはどこのまちでも使えるようにいたし

ております。ただし、これは箕面の作った

ものですから、豊能町の子どもたちの状況

に合うように、教科とか範囲とか内容等に

つきましては吟味をしながら、それで実施

をしてまいりたいというふうに思っており

ます。ただし、今年度につきましてはコロ

ナ対応で学校が休校ということになってお

りましたので、校長会と今後調整の上、２

月頃に実施をする予定をさせていただいて

おります。いいますのは、６月からスター

トというふうなことで変則的な教育課程を

組んでおります。その中で本当に子どもた

ちに、学力、どれぐらい定着しているのは

きちっと見て、その後、課題等につきまし

ては対応をしていく予定をしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  四、五年前に秋田県、いつも全国学力テ

ストでナンバーワンをずっと続けてきたそ

の秋田県、教育委員会視察に行きました。

指導課長さんが、いっぱい来はると。学者

の人も来はるし教育者の人も来はると。何

しに来はったかというと、秋田が何でその

ナンバーワンを続けれる、その秘訣を知り

たい、そういう一心で来られる。どう答え

ているかというと、秘訣はありませんと答

えている。あえて言わせてもらったら、当

たり前のことを当たり前のようにやってい

るということですかねと、こうおっしゃっ

たんですよ。じゃあ秋田以外の、特に４７

都道府県ですから、真ん中ぐらいから下の

ところを取ってみれば、当たり前のことを

当たり前にできてへんと、そういうことに

なるわけですよね。そういう解釈ですわ。

大学の先生なんかが授業も見にいくんだと、

見せてほしいということで、秋田の学校を

回ったら、非常につまらない授業やと。ど

こ行っても同じ授業をしてると。そやから、

教育というのはやっぱり建物じゃない。ソ

フトというか、教える力というか、そこに

かかっているのではないかと。そうすると

箕面が１万2,０００人も生徒さんがおるん

ですよね。回ってみたら結構大きいんです

よ、箕面はね。学校も大きいしね。普通は

生徒さんが多かったら１番になるいうのは、

小さな学校１番になるいうのは分かるんで

すけど、大きな区域の学校が１番、２番を
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独占しているということは、どう見ても建

物と思われへんわけです、僕らはね。絶対

に秘訣というのが、箕面市の秘訣はこのス

テップアップ調査にあると私は思いますけ

ど、森田教育長はどう思いますか。そう思

いますか。同意できます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  ステップアップ調査いうのは、やはり一

つの物差し、これは教育のＰＤＣＡサイク

ル、これをきちっと、やはり先生方にこう

いうようなことは、それぞれの小学校です

と担任がテストをしていくわけですけれど

も、やはりまちとして全員の子どもたちを

対象に毎年積み上げていく。そして課題を

見つけてそれに対応していく。これは絶対

に必要なことだというように思っておりま

す。秋田のほうでも４０年前は大変、全国

の調査があっても大変厳しい状況であった。

それをここ３０数年かけて、それで同じよ

うな形で、小学校から中学校まで毎年県の

テストを実施をされて、ここまでこられて

るというふうに聞いております。何回やっ

ても１位から３位、体力も学力も、これは

変わりはないでしょうというのは県の教育

委員会の担当者の話でございました。私も

秋田には何度も行かせていただいて授業の

ほうも見せていただいておりますけども、

とても工夫された授業です。ただ、授業の

スタンダード化というのはどの学校でも進

めておられるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それで今の学校問題で揺れている、建物

で揺れていると僕は思っているわけ。建物

じゃないよと私は言いたいわけですよ。そ

れならお金も、１人年間1,７００円かな。

１７０万円ですか。町として１７０万円で

済むなら建物にこだわることはないと思う

んだけど、どうですか。それには不承知で

すか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  学校の再編の問題のことにつきましては、

ずっとこの間御説明させていただいており

ますように、やはり豊能町の子どもたち、

あるいは教育、どう進めるか、どのような

教育を進めていくか、それに合わせてどの

ような教育環境が必要かというようなこと

が一番大事だと思っております。子どもた

ちの様子で、今、一番課題になっておりま

すのは、やはり学習習慣これを家庭での、

あるいは学校ではきちっとこれを身につけ

ていくこと。これがやはり一番の課題。こ

こをしっかり進めていく必要があるという

ように思っております。ただ、大阪府のチ

ャレンジテストでは、府内では今の２年生

ですけれども、１月にやったチャレンジテ

ストは府内の中で１番であったというよう

なことも片方でございます。ですからきち

っとした生活習慣、学習習慣がつけば、さ

らにいろいろなところで子どもたちはその

力を発揮してくれるのではないかと期待す

るところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  教育特区によってこの小中一貫教育いう

のが始まったわけですよね。小泉内閣のと

きに教育特区、仙台の隣の、今、登米市に

なってますけど、何とかいう町の町長さん

が、うちの生徒は成績が低いと。上げる方

法はないかというところから、何か仙台の
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ほうの県の指導してはった人を呼んで、そ

こから始まったのが小中一貫教育の特区で

確か始まったとそういうふうに思っておる

わけですけど、それをやってみたらそっち

のほうが多分よかったんだろうと思います

ね。だからもう全国的に国はそれを推奨し

ていってると。それをうまく使ってるのが、

この、僕はステップアップ調査、９年間を

個人が見れると。先生側から見れると。ど

の先生も見れるという、それがもう味噌や

と、僕、思ってんねんね。だから教育はあ

くまでカードじゃなしにソフトで、それを

主にやってほしいなと、これは要望でお願

いしたいと思います。 

  次に移ります。 

  一番下の、経常収支比率１００％を超え

てるという話ですね。今回、監査委員が出

してる決算審査意見書に、一番最後のペー

ジとその一つ手前に表が示されてるんです

よね。その表を見たら、これはどうなって

んのと思わざるを得えへんわけですね。表

１と表２で豊能町の５年間の推移と、それ

から表２では全国市町村平均経常収支比率、

これが出てるわけですよね。大阪府のも、

府内の町村の平均も出てますけど、これ見

る限りちょっとえらいことやねと感じざる

を得えへんのですよ。１０1.２％、平成３

０年度が１０1.２％ですかね。全国は９3.

０％。それから令和元年度、今回のやつで

すよね。それが１０4.２％。これは全国は

まだ集計されてないみたいですけど、一体

それが、分布表として一番最後のページに

出てるのが、一体どの位置に位置してるの

かというと、平成２９年度、全国1,７１８

自治体、団体があるわけですよね。その中

で４１。だから下から数えて４１の中に入

っていると。2.４％になってると。豊能町

の経常収支比率の分布内容からいったらめ

ちゃくちゃ悪いわけですよね。平成３０年

度で５１番目までに入ってる。そういうこ

とになりますよね。この１００を超えると

いうことは、必要な経費を経常収入で補え

ないということやから、必ず貯金を取り崩

すしかないわけですよね。これが続いてい

ると。それを、決算審査意見書の中でそれ

をはっきりと監査委員が書いてるんですよ

ね。それをちょっと読んでみますと、本町

の過去５年間における経常収支比率の推移

を見ても、財政構造の硬直化がより一層進

んでおり、府内町村の平均経常収支比率９4.

３％、平成３０年度ですが、これを大きく

上回ってると、１０％ぐらい上回ってるん

ですよね。また、全国市町村1,７１８団体

の経常収支比率の分布状況においても、本

町は最高位５１団体3.０％に位置している

とはっきりと書いてます。また、持ってな

い方はまた見てください。令和元年度の形

式収支及び実質収支は黒字となってると。

しかしながらその財源を確保できないこと

から、財政調整基金を取り崩して繰入金と

して収支バランスを保っているのが実情で

ある。財政調整基金の残高が毎年減少して

いることに鑑みれば、いつまでも同基金の

取崩しによって収支バランスを保ち続ける

ことはできないと。今後の行財政運営に当

たって安定的な財政運営を実現するために、

収入面においては引き続き自主財源の確保

に努めるとともに、歳出面においては全て

の事業について必要性と効率性を厳しく精

査し、より一層の歳出の削減に努めるほか、

施設の適正化やアウトソーシングの推進、

今後想定される人口減少に応じた役場の組

織人員、柔軟で効率的な組織体制の在り方

の検討など、抜本的な行財政改革に取り組

まれたい。以上のような決算状況は今後と

も同じような傾向が続くものと予測され、

人口減少を踏まえた税収の推移、想定され

る事業計画を踏まえ、中長期における町の
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将来像を具体的に想定するために複数の行

財政運営シミュレーションを策定され、議

会、住民、行政が共通の認識の上に立って

議論され、持続可能な町政運営に取り組ま

れたいと、このように書いてるわけです。

全くこのとおりできれば脱出できると思う

んですけど、まずお聞きしたいのは、安定

的な財政運営を実現するためにと書いてる。

これは可能ですかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃっているといいますか、

監査委員さんのおっしゃっている安定的な

財政運営、これは要するに基金に頼らない

財政運営のことをおっしゃっているんだろ

うというふうに思うわけでございます。今、

議員も御指摘のとおり、平成２８年度に基

金のピークを迎えまして、それ以降減少傾

向が続いておりますので、監査委員さんも

年々基金が減っているということをおっし

ゃっているのは、ここ２年のことであろう

というふうに思うわけで、これが続くとい

ずれは財政が破綻するということをおっし

ゃっているわけでございます。財政調整基

金の性格そのものが、お金が余った年はた

めて、お金が足らない年はそれを取り崩し

て使うと。要するに家計で言いますと貯金

と同じでございますから、この財政調整基

金を取り崩すこと自体が悪いものではござ

いませんが、これが続くのが悪いと、こう

おっしゃっているわけでございます。本町

の経常収支比率の悪い原因は人件費、これ

に尽きるわけでございまして、今は職員が

高齢化しているので月例給が高い。それか

ら定年退職を迎える職員が非常にこのとこ

ろ多いので退職手当そのものの占める率が

高いということでございます。ここ何年か

がピークでございまして、あと５年、１０

年たちますとその高齢職員が全て定年退職

を迎えますので新陳代謝が起こります。し

たがいましてあと５年、１０年辛抱すれば

長期的には人件費が下がり、経常収支比率

は改善するものというふうに思うわけでご

ざいます。したがって、御質問の健全財政

を迎えられるかということについては、人

件費が下がるのを待つと、こういうことに

なろうかというふうに思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  先ほどちょっと言い忘れましたけど、経

常収支比率の推移って書いてる表１のとこ

ろ、それから表２は全国市町村及び府内の

町村の比率が書いてる中に、主要項目の中

に、今、総務部長が言われた人件費が高い

というのはもう明らかにそこに見えてるん

ですよね。不思議なことにその次に扶助費

というのがあるわけですよ。扶助費は全国

の扶助費に比べたら実に３分の１ぐらいで

す。ここは一体どう解釈したらいいのか、

御説明願えますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  恐らくこの監査委員さんの載せていらっ

しゃる過去５年間の表の扶助費は、市も含

まれているというふうに思います。市につ

きましては生活保護費がございますので、

それが扶助費になると。町村は生活保護費

がないので、全部都道府県持ちですから、

町村は生活保護がないので扶助費が極端に

低いということが言えると思います。中で

も豊能町は扶助費が低いほうであろうとい

うふうには思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今この表を見ていただいて、三つ主要項

目がある。公債費も意外と豊能町は低いん

ですよね。これは何を意味してますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  公債費につきましては、本町の場合、地

方交付税が措置される起債、これを選んで

過去から起債をしてきたので、よその市町

村がどうなさってるか分かりませんけども、

非常に限られた特定財源がもらえる起債、

これに絞ってやってきたので、町債そのも

のが少ないというふうな現象が現れている

と思っています。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  何度も申し訳ないけど、扶助費が低いと

いうことはお金持ちが多いと、そういうふ

うに取ったらいいんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃるとおり、逆に言えばそ

うなのかもしれません。ちょっとそこを分

析したことはありません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  監査委員さんが指摘されているところ、

これを十分、とにかく議論せんとあかんと

思いますね。町の中でもね。議会でもやら

んと多分いけないと思うけれど、それを指

摘しているところをやっぱり探し出すとい

うか、ドラッカーさんが言うてるように、

チャンス、それをチャンスと捉えたら、と

にかくそれを直せばいいわけやからね。と

ころがそのチャンスを発見できないんだっ

たら、もうその団体は存在意義を多分失う

だろうと、もう消えていくと、そういうふ

うに言ってるわけですよ。とにかくせっか

く監査委員さんが指摘してるのただ受け取

るだけじゃなしに、絶対これを精査せんと

あかんと思いますね。町長どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  もうそのとおりで、今まで昨年も頂き今

回も頂きました。その中の御指摘事項を真

摯に受け止めながら町財政を議論をすると

いうものについて、生かし切れてないとい

うのが今まであったというように思います 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  もう時間がないのでこれで終わります。

ありがとうございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、小寺正人議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場を換気するため、暫時休憩いたしま

す。再開は１４時１０分といたします。 

（午後１時５７分 休憩） 

（午後２時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ７番・井川佳子でございます。 

  議長のお許しを頂きましたので一般質問

させていただきます。理事者側の皆様に取

られましては私にも分かるように、親切丁
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寧明快にお答えいただきますようよろしく

お願いいたします。 

  では第１番目のダイオキシン問題につい

てでございます。 

  私びっくりしました。２０２０年７月１

４日付の朝日新聞、夕刊の第１面に、豊能

町のダイオキシン問題ってばんと出しまし

て、ここにもあるんですけど別にそれを宣

伝する必要はないので、ここで出すつもり

はないんですけど、要するに旧双葉保育所

ないとその付近に置かれている３１８袋の

フレコンバッグに詰められたもの、総量２

４４トンということでございます。の、処

理問題の進捗状況をまずは伺いたいと思い

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  お答えさせていただきます。 

  朝日新聞に関しては取材も含めて、今ま

での経過をうまくまとめられてるというよ

うに思います。そこの中で取り上げられて

た内容と、それから今の御質問の今の状況

ですけれども、仮置きしてる廃棄物の処理

を進めるために、今年度の環境施設組合の

当初予算におきまして、ボーリング調査費

用、それから環境アセスの費用、それから

処分場建設に係る設計費用、これをお認め

いただいたところでございます。これらの

予算計上をして、この２月からですけれど

も、建設予定地の地元の方々に説明をして

という段階でございましたけれども、議会

でも申し上げておるとおり、コロナの関係

がありまして、集会そして説明というとこ

ろがなかなか進んでいないのが現状でござ

います。今後は建設予定地の住民の皆様に

十分に御説明をさせていただき進めるとこ

ろでございますけれども、今現在、この場

では報告する状況までは至っておりません

ので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そういうお答えが返ってくるんだろうな

と予想はしておりました。でも町長、一方

では２小２中の説明会、保護者５０人集め

てしようとされてますし、また、私、今、

希望ヶ丘の役員をしておるんですけれども、

実は住民説明会８月２９日にございますよ

というので最初に説明を受けて、希望ヶ丘

から５名しか参加できないので、五役で参

加させていただきます、よろしいですねと

いうので、はいって承認しちゃったとこな

んですけど、８月２９日のその住民説明会

では、希望ヶ丘役員５名と、それから旧地

区ですね。各地区２名ずつなのかなと思わ

れるんですけど、牧、寺田、野間口、切畑、

余野、木代、川尻、高山、全部合わせます

と全２３名の方を集められて、８月２９日

には住民説明会をされていると。それは後

でも言います、２小２中の話だったのかな、

よく分かいんですけど、でもこの間の希望

ヶ丘の自治会の役員会の後で、ちょいちょ

いちょいと捕まえられて聞くには、もう何

か決まったようなことを町長がおっしゃっ

てたよと。それは後で聞きますけど。要す

るに、コロナ禍で進まないとおっしゃりな

がら、一方ではそういう説明会をされてい

る。これはちょっとおかしいなと思ってま

して、それではコロナのほうでもその住民

説明会というのをこの規模の人数であれば

できるんではないかなと思ったわけです。

いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 



 2－49 

○町長（塩川恒敏君） 

  ダイオキシンに関して、それぞれの方々

の今までの御意見を含めて、まだ集会がで

きるまでには至っていないということで、

その前段階ということですので、個別にお

話をさせていただいているところでござい

ますので、そういう集会ができるような状

態になりましたら、そういう形でもちろん

説明をさせていただきたいというふうに思

っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  集会できない状態というのは、その地域

にそういうまだ理解が得れてないよという

ことなんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  理解をというよりも、今、皆様がお考え

の状況、過去の経緯も含めて、今どういう

状態なのか、どういうお気持ちなのかも含

めお伺いをする。そして意見交換をさせて

いただくというところで、その段階でござ

いますので、まだ御説明という段階のとこ

ろまでは至っていないということでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ではここの項目で聞くべきではないのか

もしれないけど、２小２中はそういう土壌

は出来上がってると、町長はお思いなので

皆様に説明会を行っていられるわけですね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  この前の、井川議員がおっしゃる東地区

のものというのは、毎年やっております町

政懇談会。そのものを行政連絡員の方々に

お願いをして日程調整を頂き、その方々の

総意で、東地区に関しては１か所で、広い

希望ヶ丘の集会所があるからそこでやろう

と。そこでのテーマというのは、町政懇談

会ですのでまちづくり、そしてまちづくり

に関して、学校のことも含めて、それらを

提案させていただいて、それから地域の課

題をお聞きするというような形のものが町

政懇談会でございますので、もちろんテー

マも決まってというところ、それから意見

交換という場でございますので、そういう

ふうにさせていただいたということです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  意見を聞かれるということはとても大事

だと思います。塩川町長になってとても積

極的に、もちろん前の池田町長もなさって

ましたけど、行ってらっしゃるなと思って

見させていただいてるんですけど、でもま

だ議会もまだこれから予算を認めていない

段階でおいて。２小２中のことを町民の方

にお話になる、今、段階ではないんじゃな

いかと思ったんですけど、この点について

はいかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今はもうその段階に来ているというよう

に思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  教育委員の皆様と町長がお話しなさった

総合教育会議というのを傍聴させていただ
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いて、また後ほど質問させていただきます

けど、そこでは教育委員のある一定の理解

が得られたというのは聞いておりますが、

私たち町会議員の中でも、やはりそういう

町長のお考えにもちろん賛成の人もいます

し、そうではない者もおりますので、その

段階でそういうことを住民の皆様に説明し

て、あるいはこの間も申し上げましたけど、

保護者のプリントにまくとか、そういうの

はちょっといかがなものかと思うんですけ

ど。余計混乱に陥れているように思うんで

すけど、いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  すみません、その話は次の問題あります

ので、これはダイオキシン問題についてよ

ろしくお願いします。 

○７番（井川佳子君） 

  分かりました。じゃあそれは次に聞くこ

とにいたしまして、次に進ませていただき

ます。失礼いたしました。 

  町長は当町議会で、鉄筋コンクリートで

仕切った遮断型最終処分場で埋立処分する

と方針を示され、新聞にも載ってましたけ

ど、先ほどおっしゃってましたように、今

年度の施設組合の当初予算にも設置に向け

た2,５００万円の調査費用を盛り込まれて

いますと。予定地は定まったのかと聞くの

が私の次のあれなんですけど、町長の気持

ちの中ではおありなのかな。それで回られ

ているのかなと思うんですけどいかがです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  これまでの施設組合のほうも、そしてそ

れを報告を受けるこちらのほうの議会にも

御説明させていただいているとおり、町有

地の中で遮断型の最終処分場を建設する。

その場所は私の中では決まっておりますけ

れども、先ほど申し上げたとおり、地域住

民の方々とまだお話の途中というところで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  間違ってたらごめんなさい。説明会とい

うか全協の場だったか、一軒一軒回ってる

っておっしゃったように思って、すごいな

と思って聞かせてもらったんですけど、一

体何件ぐらい回られたんでしょうね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  まだ途中段階ですので、何軒回ったかと

かというのも公表は差し控えさせていただ

きたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  でも、このコロナ禍でも一歩ずつ一歩ず

つ進んでいるよというふうに理解してよろ

しいんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  進んでるか停滞してるかというのは判断

の分かれ目ですので、今はその段階で説明

をして意見交換をさせていただいていると

いう段階です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  とてもデリケートな問題なので、そうな

んです。こういう新聞では黒いフレコンバ

ッグの中身なんですけど、飛散防止処理さ
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れたって一応形容詞はついてるんですが、

飛散防止処理をされた高濃度汚染物だと掲

載されています。町の認識というか、町長

の認識もそうなんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  フレコンバッグの中身の御質問ですけれ

ども、現在保管している廃棄物のダイオキ

シン類の含有量は2.４から１８ナノグラム

という調査結果が出ているところです。現

行のダイオキシン類対策特別措置法におい

ては、廃棄物焼却炉に係る煤塵等の処理に

ついては１グラム当たり３ナノグラム以下

のダイオキシン類含有量になるよう処理し

なければならないとされているところでご

ざいます。ただし、平成１２年１月１５日

までに設置されていた焼却炉から排出され

たもので、コンクリート固化等の処理が講

じられているものについては、これらの基

準を適用しないということになっておりま

して、最終処分を行うための法的基準はク

リアしていると認識しております。したが

いまして、高濃度汚染物という表現が必ず

しも適切であるというふうには考えており

ません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  何人かの議員と一緒に実際に見せていた

だきました。これが完全無害化処理された

ドラム缶の中身でありますし、また、こち

らコンクリート固化されたと思われるもの

であります。また、こういうような土のよ

うなのもございまして、もう全然無臭でご

ざいます。全然、ダイオキシン高濃度とい

うのは処理されておりますので、今までの

努力なのか。とても微妙ないきさつもあり

ましたけど。なので、町もそういうふうに

御認識いただいてるし、また府も、安全で

すよってお墨付きがあるというのは聞いて

おります。でも、今、置かれている、私た

ちが子育てで使ってた双葉保育所なんです

けど、その旧双葉保育所ですね。またその

周辺の仮置き保管場所、保管期限なんです

けど、こちらはこの１０月末に期限を迎え

ると。それでどうするんだっていうような

新聞になってたと思うんですけれども、そ

の後どうなさるおつもりなんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  新聞の中なんですけれども、まず新聞の

ほうは、施設組合のところでやっておりま

すダイオキシン問題対策協議会、これが法

定で２０年というところで、それが終結す

ると。そのタイミングを見計らって朝日新

聞の方は今までの特集をされた。その中で

は、もちろんその当時は高濃度汚染物、ま

たは超高濃度と言われるような時期でござ

いました。ただ、神戸から持ち帰るときに

含めてコンクリート固化、それから熱処理

をして、安全なスラブといいますか。した

がって今、そのままでも埋め立てられるも

のであるということで、今年の４月からも

環境官来ていただいて、ずっとチェックを

頂いてます。中に入り、雨の状態とかそれ

から臭い、ガスですけれども、そういう臭

いがなかったというのはガスが発生してい

ないということで、非常に安定したもので

あるというところでございますので、高濃

度であるということについて、新聞記事の

最終は書かれておりませんけれども、それ

は完全に否定させていただいて、今はその

ままでも埋めれるものであると、その数値

であるということを確認をしていただいて
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いるところですけれども、締めくくりでは、

町長または施設組合でのコメントという形

になってると。安全である、法的にも問題

がないということで確認をさせていただい

たところです。今回、お話をして、この１

０月の末ですので、それに対しては超える

というのがもう今現在予想ができておりま

すので、まだ説明はできておりませんけれ

ども、自治会に状況を説明させていただい

て、延長のお願いをすることになるという

ように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  よろしくお願いいたします。全町民がや

っぱり心配しておりますし、塩川町長とい

うのは午前中の質問にもありましたけど、

やはり維新の党の町長だったというので、

私も一番最初ここに立って質問させてもら

いましたけど、何か維新の町長なので府の

知事のお墨付きも多分強いだろうし、例え

ば豊能町内でしなくても、夢洲は無理でも

舞洲に持っていけるんじゃないかなという

ふうに思った人もいると思うんです。私も

その１人なんですけどね。先ほどお聞きし

てましたら、知事とも結構親密にお電話で

お話しするようなこともあると、就任され

てからちょっとお時間ありますか。そのよ

うなお話というのは全くないんですよね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  維新だからということではなくて、パイ

プが非常に強いということです。今までの

現状に関しては、私も環境省のほうにも行

ってまいりまして、今の状況、それから今

の保管状況、それからこれから遮断型とい

うものに関してどうなんだというのも、も

ちろん確認をさせていただきました。担当

の課長からしっかりと聞かせていただきま

した。それから大阪府に関しても、吉村知

事のほうにもお願いをして、今回、環境官

がこちらのほうに来ていただいているいう

のはそういう形です。ですので前に進めて

いくという形で合意をしてるといいますか、

その方向が間違いがないという形で、お墨

付きではありませんけれどもそういう方向

で確認をしながら進めております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ではしっかり取り組んでいただいている

ということなので、そちらのほうに関しま

してはもうお任せしたいなと思います。ま

た私たちも何か協力できることがあると思

うので、また言っていただければとは思い

ます。 

  次、行かせていただきます。 

  学校再編と小中一貫教育についてでござ

います。 

  令和８年４月に東西にそれぞれ施設一体

型の義務教育学校を開校すると、私たちも

説明を受けたところでございます。そのと

きに御発表頂いたのが、改修費用、総額が

３５億円を見込んでいるとおっしゃられて

おりました。当初の計画、要するに予算委

員会では、東に１０億円、西に３５億円と

いうことで、当初の計画より１０億円安く

なっているように思われるんですけれども、

どのように試算され直してこの数字をはじ

き出されたんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  どのようにということなんですけども、

本年３月の予算特別委員会におきまして示
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しました資料につきましては、町の財政状

況、起債返還も含めた財政力としまして約

３５億円というのが示されておったと思い

ます。そこで、今回、東能勢中学校の外壁

改修、体育館の屋根改修や給食棟の増築な

どの予算が入っていたんですけども、使え

るところはそのまま使おうということで、

令和８年度までにしなくてもよい工事につ

いては改修時期を延ばすこととし、また他

施設を利用できる内容の工事は削除してい

るというところでございます。また、西地

区につきましては、校舎、体育館、プール

の改修内容の精査を行っています。現在、

東西とも町で工事内容の精査を進めており、

改修方法の検討をもっと進めているといっ

たところでございます。本来ここで基本設

計費や実施設計の金額をお示しできれば一

番いいんですけども、これにつきましては

今、精査しておりますので、それらの予算

を今後議会にお願いするときには示させて

いただきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  先ほど小寺議員の中でも、このまま取り

崩してったらやっぱり大変なことになるよ

と、税収もそんなに見込めないよと私も毎

回言っていることでございます。あのとき

は４５億円だったので、大体無難な線の３

５億円に収めていただこうとされている御

努力というのか、そこは伝わったのかなと

思っているんですけれども、ちらっと聞い

たところによると、中学校では給食施設が

ないと。それで小学校から親子方式という

方式で給食を持っていくよというお話をさ

れてたように思うんですけど、違いました

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  親子方式という内容につきましては、言

うておりましたのは、東西ともそれぞれ中

学校を改修して小中一貫校、義務教育学校

を令和８年４月に開校する予定です。その

際に吉川中学校には給食棟を設置する予定

です。そこの給食棟を利用して東能勢中学

校に１年から９年入りますけども、そこの

分も作りまして東能勢中学校に運ぶと。調

理委託の人件費等を削除できると考えてお

ります。また給食棟の設置費も削減できる

と考えておりますので、そういうふうなこ

とを考えておるということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  なるたけお金を使わず子どもたちによい

環境をというのは、私たち議員も皆様のほ

うもそうお考えだとは思うんですけど、ご

めんなさい、こんな蒸し返して申し訳ない

んですけど、私、実は中学校の給食を導入

されるときに親子方式はどうなんですかと。

吉川中学にもそれから東能勢中学校にもい

かがですかって提案したら、いやいや、例

えばそれを東ときわ台小学校で作るとした

ら、そこはもう工場になってしまいますの

で住宅地に工場は造れないのでそれは無理

ですって言われたっておっしゃってたんで

すけど、それをもうクリアされて今の構想

になってるのか、また、まだそこまで調べ

てらっしゃらないのか、いかがです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  小学校から中学校に給食を持ち出すとい

うことは、当時、私、平成２０年当時、大
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阪府が中学校給食も奨励して進めていると

きに検討はしておりました。そのときに、

持ち出す場合は工場扱いになるというのは

確かにありました。ただ、それにつきまし

ては公聴会を開いて住民の説明をするとい

うのが条件になっていたかと思います。だ

から決して持ち出すことについてはそうい

うふうなことをクリアしていけば可能であ

るというふうには考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  可能な限り頑張っていただきたいと思い

ます。なるたけお金を使ってほしくないと

思います。もちろん子どもたちの教育とい

うのは大切なので、よい環境は整えていた

だきたいんですけれども、我々子育て卒業

組にすれば、我々の老後はどうなるだろう

ような心配もちょっといたすような気もい

たします。それで、また、いろいろな考え

のチラシをまいておりましたら、私もそう

なのよ、私もそうなのよって、すごく心配

なのよっていう親御さんも、私に打ち明け

にきていただけます。そこの中で、その気

持ちを代弁しようと思って今ここに立って

る部分もあるんですけど、統合後、東地区

の子どもの数を検証して、複式学級を二つ

発生したら再度考える目安とされるってお

っしゃってました。議員とのそのすり合わ

せもあるだろうし、そういう心配もおあり

だからこういうのが出されたのかなと思う

んですけど、その根拠は、そういう何か法

令で決まっているのか、あるいはそういう、

あまりにも小規模になり過ぎたらやっぱり

子どもたちに環境よくないよねって思って

いらっしゃるからこれが出てきたのか。い

かがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  ４月以降、教育委員会と町長、副町長を

入れた話合いを進めてきました。検討会と

いうかを進めてきました。その中で教育委

員さんのほうは、確かに今後、少子化が進

むというのは心配されており、東に学校を

残しても児童生徒数が減ると再統合すると

きがくるんちゃうかとか、またその中で１

年から９年で複式学級が二つ出た場合、再

検討の目安としてはというふうな意見が出

ておりました。それを先日の総合教育会議

において、それを資料として出して、それ

を確認したということでございます。そう

いうことで、複式学級が二つ発生したら、

１６人、小学校では１年生を除けば１６人

以下になると複式学級ができるということ

になるんですけども、そういうふうなこと

にならないよう、教育委員会としても魅力

ある学校づくりをして、１人でも多くの子

どもさんに入っていただきたいというふう

には考えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  教育委員の皆様とお話を詰められての結

果ということで、そうなんだろうなと思い

ます。２学年で１６人になればというのは

今もおっしゃっておりました。この間聞い

てたら１年生を含んだらそうではないよと

は聞いたんですけど、複式学級を編成でき

ると。２学年で１６人であれば複式学級を

編成できると。これが二つになると４学年

で３２人以下となります。昨年度生まれた

東地区のお子さんが７人と、それからあと

３年間７人出生ならもう開学当初の令和８

年ですか、開学当初、そのときにはもうそ

の人数になってるじゃないのって心配する

んですけど、いかがですか。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  令和８年には、令和元年度に出生した子

どもさんが義務教育学校の１年生となりま

す。昨年度末までの年齢別人口を見てみる

と、令和８年４月には複式学級にはならな

いというふうな推計になっております。ま

た、今、７名の出生と言われておりました

けれども、若干１名増えまして、今その学

年は８人ということでございます。今後、

町としてしまして１０年後も９学年、東で

はですね、１００人を維持できる施策を実

施されるというふうに聞いております。教

育委員会としても魅力ある学校づくり、先

ほど言いましたけどもつくっていきたいと

いうふうには考えておるところです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  午前中もお話上がってたんですよね。令

和２年８月２４日の産経新聞の朝刊に、出

生率の全国最低、豊能町、平成２５年から

２９年の平均値が豊能0.８４でございまし

て、最低であるよということなんです。よ

っぽどのことがない限りこれって持ち直し

ていけないんじゃないのかな。私もいろい

ろ、空き地に人が入ってくるような方策は

ないのかって言ったときにある部長がおっ

しゃったのは、古いまちに若い人は入って

こないよと。入ってきづらい。もう組織が

出来上がってるとか自治会が出来上がって

いるというか。それよりかは周り全部が新

しいほうが引っ越してきやすい。例えば今

思ってるのが彩都だったり箕面森町だった

りというのが、周り全部が新しいので、そ

ういうところには若い人は魅力を感じるよ

ということをその部長に教えていただいた

ことがあったんですけど、我が町はそうで

はないので、これ相当頑張らないと、どん

どん下回って、結局開学したときにはもう

ほとんど閉校しなきゃいけない状態になる

のかなと。それで第１回目の全部を改修す

るんじゃなくて、ちょっとだけ改修して受

け入れようということにしているのかなっ

ていう感じもあるんですけど、そうなんで

すか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  井川議員の⑤の質問だと思うんですけど

も、まず５・６年生を先に中学校に行くと

いうことで、少ないからということである

かということやと思うんですけども、まず

東地区だけにしたのは、西地区については

校舎を半分ずつ改修するということで、物

理的に５・６年生が中学校に行くのは無理

やということで、できるところから進めま

しょうということで、それは教育委員さん

ともそういう話をしております。先に５・

６年生だけが中学校に行くということなん

ですけども、これにつきましては最近の子

どもの体格、また考え方の進め方などを見

ると、先日の総合教育会議においても、令

和８年度まで待つのではなく、東地区は令

和４年度に先行して教科担任制とすること

が適切であり、課題解決を進めつつ早く取

り組むことができることから始めていこう

ということが全委員の意見でございました。

そのためには教室棟の改装、トイレや階段

廊下の改修といった比較的短時間で進めら

れることから行って、５・６年生のみ美し

くきれいになった教室で気分新たに勉強し

てもらうということですので、こども園か

ら同じクラスで保育や教育を受けている、
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その弊害を考えたものではないということ

でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  次の質問ですよね。令和４年４月よりっ

て書いてあります。カリキュラム等整えば、

東地区のみ５・６年生を中学校へ上げる案

というのは私も適切だと思います。教科担

任制を取れば子どもたちと教師との密接な

関係というのかな、そういうのは関係改善

にもなるでしょうし、また、複雑さを増す

学習内容にも対応できると理解いたします。

でも、その理由は、西では校舎改修をしな

いといけないからだっておっしゃいますけ

ど、要するに東地区ではやめようとされた

のは、やっぱりこども園よりずっと少人数

のメンバーだし、また、例えばその年代を

お孫さんに持つ方からもお声聞きましたし、

またその年代のお母様方にも声聞きました

けど、やはり狭い人間関係の中で育ってい

くというのはとても窮屈であると。せっか

く、何回も言いますけど、ポツンと一軒家

みたいにここだけしかなかったらあれだけ

ど、隣の能勢町ではバスを用意して走らせ

てらっしゃるわけなんですよ。なぜうちは

そうならないのかなと。大体そう思い出し

たのが、今そこに座ってらっしゃる面々の

皆さんの顔ぶれは変わっているというのは

分かるんですけど、彼女たちにしたら変わ

ってないんですよ。１回説明来られたとき

の教育委員会の皆様が言うに、人間関係の

固着化がとても悪影響であるから、だんだ

ん減少していくので１小１中にしますよと

説明受けたにもかかわらず、今度はまた同

じ教育委員会がやってきてそうではない説

明をすると。とても混乱していると彼女た

ちは言っております。もちろん彼女たちが

願ってるのは、子どもたちにとってよりよ

い教育環境なんです。なんだけど、やっぱ

りその説明がころころ変わるから、もうい

いかげんにしてというのが本音らしいです。

何かというと、要するに東地区から西地区

に通わせたい。自分の子だけ通わせたいと

言ってるわけじゃありません。ましてやク

ラブをしたいからという人はもちろん、私

も説明会に聞いてましたけどいらっしゃい

ました。でもその方はそうなんだけど、ほ

かの人はそうじゃなくて、そうじゃないん

です。そうじゃなくて、やっぱり大勢のお

友達の中で過ごすと、やっぱり人間関係っ

て、ああいう子もいる、こういう子もいる

ということを子どもたちは肌で感じるとい

うことは教育長も教育者なんだから分かる

と思うんですよね。私が言ってること、多

分御理解いただいてるはずなんですよね。

なのに何で町長にそのことをおっしゃらな

いのかなと思うんです。おっしゃってたの

は、教育委員の方が、なぜ親が東から西へ

通わせたいのかって聞いてらっしゃいまし

た。そうすると教育長が、もちろんいらっ

しゃいましたよ。クラブ活動のことをおっ

しゃってた人もいたけど、親の願いとか、

他の教育委員の方も、いややっぱり心配、

日頃の生活の中で少人数で過ごさせる弊害

というのもあると思いますよっておっしゃ

ってました。丸々そうです。親御さんのお

気持ちというか、保護者の気持ちというか、

もうそのままそうだなと思って聞いており

ました。なぜ未就学園児の保護者、あるい

は、言われたのは、今在学している保護者

にも聞いてほしいと。下の子がいるしって

言うんですよ。に、アンケートに問わない

んだろうって。せっかくお金、二、三億円

でも二、三億円ですよ。そのお金を使って

学校を開学しても、実際通わせる親御さん

たちが、いやいやこの１０人以下の子ども

たちでずっとやらせるのは嫌なんだと、も
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っと広い世界で学んでほしいと。小学６年

生のときの色紙、書いてくださった校長先

生の名前、ごめんなさい、忘れてしまって

申し訳ないですけど、教育はグローバル化

だと。この豊能町の中でいるんじゃなくて

思いっきり遠くへ行って羽ばたけっていう

ような色紙を子どもたち一人一人に書いて

くださった校長先生がいらっしゃいました。

別に豊能のための子どもじゃないんですよ

ね。そこのところをよく御理解いただいて、

もちろん理解されてるとは思うんですけど、

何で親御さんたちが、保護者の方たちが思

っている、どう思っているのかというのを

調査なさらないんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  調査しないかということで、以前にも御

質問頂いたと思います。今回、説明会を行

っておるんですけども、コロナウイルスの

感染症の予防から、ＰＴＡ連絡協議会を通

しまして人数を制限してお願いしておった

んですけども、その人数の制限とコロナ対

策ということで、役員さんだけ集まってい

ただきまして、８月２７日に２回と９月６

日にＰＴＡ役員を対象に実施しました。ま

た、説明会前に、アンケートではないんで

すが、保幼小中の保護者約1,２００名全て

の方に説明会の資料とそれと意見を記載す

る用紙を配布しております。その用紙の中

に。その用紙をまたファクスやメールで意

見を頂き、それに対して町ホームページで

回答させていただきますというふうにさせ

ていただいております。このようなことを

実施することにより、いろいろ心配されて

いることを解消していくという手立てにし

たいというふうに考えております。また、

教育委員会としましては１０月に学校運営

協議会準備会、立ち上げる予定でございま

すので、保護者、地域、学校と連携して保

護者の意見も協議会の中でお聞きして、再

編の課題、小中一貫教育、地域とともにあ

る学校づくりを進めていきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  前も言いましたけど、役員だけの説明会

だったんですね。じゃあ役員じゃない方は

入れなかった説明会で。説明会で意見をお

っしゃったらいいっておっしゃってました

けど、なかなか、私のような心臓に毛が生

えた人じゃなくて、保護者の方々がそうい

う説明会で口を開くと後でまた弊害もある

というふうにも聞いてるんで、なのでアン

ケートを取ってほしいな。そうしたら分か

るのになと。そんなに大変なことじゃない

と思う。もちろん、1,０００人ぐらいです

か、署名が集まったというのは聞いてます

けど、それは別に保護者さんたちだけじゃ

ないんですよね。東地区に学校がなくなる

ことへの寂しさから、もちろん私も子育て

してましたので、そこの小学校や中学校に

も通わせましたし、愛着というのはありま

す。何で東だけなくなるのっていう気持ち

は理解できますけど、そうじゃなくて、子

どもたちのことを考えている当の保護者た

ちは、その署名に入ってたかどうかは知り

ませんけど、やっぱり意見を吸い上げてほ

しかったなと。そこに、調査書の中に意見

を書く欄を作ったよって、ほんのちょっと

の救いかなと、ちっちゃい窓かなみたいに

私は思うんですけど、やはり広く意見を吸

ってほしいなと思います。大体、施策を進

めるときに、別にアンケートを取ってそれ

に従ってするという方法もありますけど、
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そうじゃないときもあるとは知ってますけ

ど、でもやっぱり保護者の方たちが何を願

っているか。例えば自分の子どもだけ西に

やってほしいって言ってるわけじゃないん

です。教育委員会の方々が説明されたので、

最初にね、お二人じゃなくて。なので、そ

れを学習しちゃった保護者の皆様が、やっ

ぱりそれやったらいい教育を行かせてやり

たい、その義務教育学校というのすごい魅

力的だし、９年制度というのはすごい魅力

的だし、だったらある一定の人数で通わせ

たい。おまけに自分だけじゃなくてみんな

で西地区で一つになるっていうのがいいと

思ってはるんですよ。その次の質問はそれ

には矛盾するんですけど、その通わせたい

って方に聞いたら、教育長は公共交通でそ

れ通わせれませんよねと、だからそれは駄

目ですねとかおっしゃいますけど、じゃあ

町でその交通手段を用意する気はないんで

すかっていうことなんです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  御質問につきましては、学校選択制にし

た場合、東地区から西地区に公共交通機関

がないため、町で通学バスなどの移動手段

を確保すればどうかというふうな趣旨であ

るかと思います。文部科学省の通学区域の

考え方について、通学区域については、道

路や河川等の地理的状況、地域社会がつく

られた長い歴史的経緯や住民感情等、それ

ぞれの地域の実態を踏まえ、自治体の教育

委員会の判断に基づいて設定されるという

ことになっております。確かに自治体のほ

うがどういうふうにするかは決定権はあり

ます。ただ、学校選択制を導入してる市町

村では、近くに学べる学校がある、そして

児童生徒の登下校の安全性を確保するため

に原則徒歩としているところでございます。

ただし、２キロを超えた場合にはバスや電

車などの公共交通機関をも利用することを

認めますが、費用は保護者負担としている

というところでございます。区域外通学も

同様であり、公費で現在のところ交通手段

を用意する予定はないというふうなことで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  教育長は東西の交流を夢に見ていらっし

ゃるっていうふうに聞いております。東西

の交流について触れていらっしゃいました。

そもそも学校を一つにすれば学校内で自然

と東西交流できるじゃないんですか。いか

がですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  私から答えさせていただきますけども、

東西交流についてですけども、一つのとこ

ろで人と人交流をするだけではなく、それ

ぞれの地区の特色ある教育を受けた教育内

容の発表や運動会の活動の中での交流など、

カリキュラムの中での交流が重要であると

いうふうに考えておるところでございます。

学校を一つにして、同じ部屋の中で同じ教

育環境においての交流は、教育委員会が考

えている東西交流とは少し異なるというふ

うなものでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  次、いきます。 

  総合教育会議と総合まちづくり計画につ

いてでございます。８月１２日、総合教育

会議を傍聴いたしました。１小１中案だっ
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た教育委員の方々を町長案の２小２中案に

説得したのは、しっかりと総合まちづくり

計画を立てて東地区の子どもたちの人数を

増やすのでということのように思いました

が、その理解でよろしかったですか。そこ

の中で教育委員の方が条件付きとおっしゃ

られておりました。どんなような条件です

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  初めの質問につきましては、井川議員の

御理解のとおり、総合まちづくり計画など

を立てで町長部局のほうで人口増加策を施

策の中で打ち出していただきながら、教育

のほうで維持できるようなよくある学校づ

くりをしていきたいということでございま

す。後段のほうの条件付きの件につきまし

ては、既に総合教育会議の会議録がアップ

されておると思うんですけども、町長と教

育委員会との小中学校の再編の考え方につ

いて協議調整が図れたところですけども、

条件として、将来の人口推移、住民の意見、

教職員の意見を聞きながら、全体で豊能町

の教育を研究し、課題を完結し、町からも

随時情報を頂き、町の状況を見て一緒に研

究していきたいという教育委員からの意見

もあったものでございます。教育委員会と

しても委員としても今後も一緒にその教育

の在り方を考えていきたいというふうなも

のでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そもそも総合まちづくり計画を立てるだ

けで東地区の人口は増えないと思います。

今までもしっかり立てて町職員の皆様が頑

張っていらっしゃった、その結果が今なん

です。別に皆さんが悪いわけじゃなくて、

何回も申してますとおり、私たち平成２年

に越してきたときは家族そのうち増えて４

人でしたと。子どもたちがめでたく就職や

結婚をしてこの地を離れていったと、そう

いうのが現状でありますので、別に、よく

言ってはりました、絵に描いた餅やと、総

合計画のことをですよ。今では、圃場整備

も力を入れていただくのもいいんですけど、

今後の農業施策に必要だとは思うんですけ

ど、その計画だけで人口が増えるとはとて

も思えない。町長は何をもって教育委員の

皆様にそういうことをおっしゃったのか、

そこを聞きたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今のお言葉の中で、私が教育委員さんを

説得したとかそういうことではなくて、ま

ず第一番目に考えないといけないのは子ど

もたちの教育環境ですね。教育の中身、そ

れらを考える上で１小１中もありましたし

２小２中もありましたけれども、一番目的

として求められるところが最終的には小中

一貫教育。要は９年間を育むということが

重要ですねという形で今までも進められて

こられました。特に今まで、２７年のとき

に適正化のガイドラインができましたけど

も、そのときの副題も、少子化に対応した

活力ある学校づくりというのが中に上げら

れてて、少子化に伴う内容について、確か

に固着化が進まないようなことが望まれる、

クラスという部分でもちろんありましたけ

れども、それを克服するための、こういう

ところは克服しなければならないというの

もガイドラインの中にしっかりと示されて

たと思います。したがってその延長線上の
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中で議論されてる内容。１小１中が固着か

をなくすのか、２小２中だったら固着化が

完全にあるのか。そうではなくて、課題解

決の方法はいろいろあると。それが実態で

ございますので、やはり学校から、地域か

ら、家から歩いて通える学校、そして地域

のことを考えるというところでは、私は２

小２中のほうが正しいと思って今現在進め

ているところです。これはたくさんの方々

に御理解も頂けるところだと思っておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  圃場整備について。 

○町長（塩川恒敏君） 

  圃場整備、教育委員さんの中に一つ圃場

整備という言葉を入れました。圃場整備と

いうのは、集約化したところに、圃場整備

の目的自身は若年層が入っていただき、次

の農業の次世代を築くと。そのために集約

をするという目的ですので、それから法人

化含めてね。やはりそういうことで、その

部分ではちょっとそこまでの説明はしてお

りませんけれど、圃場整備が人口ではなく

て、その圃場整備の後に目的としてもそう

いう人口それから担い手というところが入

れられてますので、そこは言葉不足だった

と思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  私も教育長が説明していただいた９年制

の義務教育学校の内容については何の異論

もないし、ぜひ豊能町の中で進めていただ

きたいと思ってるんです。それはもうそう

なんです。でもやっぱり適正な規模という

のを守っていただきたいし、東地区の保護

者の皆様が少数、本当にそれが少数かどう

かも分からない状態でそれを推し進めてい

く危険性というのを感じてほしいなと思っ

て立っております。また、どのような雇用

創出案を委員の方にされたのか聞きたかっ

たけど、今おっしゃられたような内容なの

かなと思います。もともと、先ほど聞きた

かったのは、まだ町長の中では推し進めた

いというお気持ちと９年制の義務教育学校

のことを説明したいという教育委員会のお

考えと合致してて、それを皆様に広めたい

というのは分かるんですけど、まだ決まっ

たわけではない、決定したわけではないの

に、今の段階でそれをおっしゃるのはどう

かなと私は思うんですけど、それについて

はいかがですか。先ほどお答えいただけな

かったものなので。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  教育会議の中で総合教育会議で決めたと

いうことはこの私の方針ということで、こ

れは決定した内容で、それらを進めるとい

うところでやってます。ですから決定して

ないということではなくて、私の方針とし

てそのもの、それが方針として決定した内

容です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  私たち予算案を否決いたしました。その

ときも一方では残念がる保護者の皆さんも

いらっしゃいまして、質問状も受けました

し、それについてお答えも返しましたけど、

もう一方ではよかった、１小１中になるっ

て喜んではった方も中にはいるということ

もちょっと念頭に置いて、本当に双方よく

考えて、未来の子どもたちがよりよい教育

環境をつくるというのは私たちも、議員全

員それは同じ気持ちなので考えていただき

たい、今も進んでいただきたいと思います。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  本当にいろいろな御意見を集約する、そ

して課題解決のために前に一歩進むという

ことで、今回の教育会議の中では発言がで

きない方々も含めてアンケートあって、疑

問点をちゃんと書いていただきながら、そ

れらを集約しますので、それらも公表させ

ていただくということでお伺いしてますの

で、皆さんの御意見が中に集約されて課題

解決に向かうというように思っております

ので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そのように願いたいです。よろしくお願

いいたします。私の一般質問を終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で井川佳子議員の一般質問を終わり

ます。 

  議場を換気するため、暫時休憩いたしま

す。再開は１５時１０分といたします。 

（午後３時００分 休憩） 

（午後３時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  それでは、議長より御指名を頂きました

ので、これより一般質問を行います。 

  まず初めに、新型コロナ対策のための財

政運営について質問します。 

  ２０１９年１１月に中国武漢市で発生し

た新型コロナウイルスによる新型肺炎は、

医療、社会そして経済にも大きな影響を与

えており、２０２０年に入ると世界各地に

広がっております。依然としてこの感染者

の拡大ペースは、とりわけ人口が密集する

都市、特に東京や大阪などの大都市圏で感

染者が突出して発生しており、この間世界

各国は新型コロナウイルスによる経済の落

ち込みを回避するための政策検討が迫られ、

日本においては４月に緊急事態宣言が出さ

れ、５月には段階的に解除されましたが、

この人・物の動きや世界各国、そして日本

国内の経済活動は強く制限されており、世

界経済は１１年ぶりのマイナス成長に陥り、

今後さらに落ち込むことが予想されている

状況です。また、これまでにない大規模な

財政支出を世界的にも行っており、民間そ

して政府ともに歴史的に比較しても過去の

世界恐慌やリーマンショックをはるかに超

える財政支出をしているとされております。

日本においては、インバウンドの減少に加

えまして国内消費が広く抑制されるなど、

景気が低迷することが懸念されております。

そして医療崩壊の危機、また観光業、サー

ビス産業など経済への打撃が深刻な状況で

す。また、これからの日本は歴史上世界の

どの国も経験したことがない未曾有の急速

な人口減少と超高齢化時代に突入しますが、

国立社会保障人口問題研究所の推計では、

２０２０年８月１日現在の総人口は１億2,

５９３万人で、前年度に比べますとおよそ

２９万人減少しております。これは、本町

と隣接する茨木市の人口が約２８万人です

ので、ほぼ茨木市と同じくらいの人口が毎

年日本国内で減少しており、これが２０６

０年、４０年後には総人口が8,６７４万人、

およそ今の人口の半分に近い人口まで減少

すると推計されており、厳しい未来が待っ

ております。また、人口減少と地方からの

人口流出が現行のまま２０４０年まで続く

と、全国の自治体の半分が持続可能性を持
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たないとされており、人口が減るだけでな

く社会保障も立ち行かなくなるとされてお

ります。そして現在のコロナウイルスによ

るこのパンデミックがもたらす影響という

ものは一時的なものではなく、長期間にわ

たる可能性がある状況です。人口減少社会

が進みウィズコロナ時代の持続可能な財政

運営について、行政の効率化や本町のある

べき方向について検討を進める必要がある

と思いますが、どのように考えているのか

伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今回の新型コロナウイルスの感染症の問

題でございます。経済全体に、国において

も地方においても大きな影響があるものと

いうふうに考えるものでございます。国は

大きな補正予算も組みましたし、国債をた

くさん発行しまして、国債の増大でますま

す国の財政を圧迫するだろうというふうに

思いますし、地方は地方で地方の税収も減

りましょうし、国は国で国の国税も減るだ

ろうというようなことで、経済的には非常

な問題が出てくるだろうというふうに思う

わけでございます。また、このコロナが収

まりました後につきましても、国は今度は

国の財政を元に戻すがために緊縮予算とい

いますか、緊縮財政を敷いてくるというこ

とも考えられます。そうすると地方交付税

などの財源も縮小してくるということが考

えられますから、我々豊能町のように依存

財源で頼って、地方交付税に頼ってやって

いる市町村にとっては非常に大きな打撃と

いうことも考えられるところでございます

し、また豊能町の独自の財源の町税も全然

見通しが立たないので、そこらも注視をし

ていかないといけないだろうというふうに

思っているところでございます。そういう

国の動きとか地方の経済状況、これらも早

期に察知するということで、行財政改革プ

ラン２０１９を去年つくりましたが、それ

を中心に財政健全化策を進めていきたいと。

それをもって今後の展開に備える必要があ

るというふうに考えているところでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  部長の答弁にもありましたように、この

コロナによって国と地方も非常に経済状況

が厳しくなってくるということが予測され

ると思うんですけれども、このような突如

起こったこのコロナなんですが、このウィ

ズコロナ時代の中で人口減少による税収不

足に陥る自治体が日本全体に相次いでくる

と、これは日本全体の衰退となり、そして

それは国民全体でコストを負担しなければ

ならなくなりますが、それは自治体におい

ては住民のコスト負担が増えることを意味

するんですけれども、そこで伺いますが、

本町の財政収支、黒字、赤字についてどの

ように分析しているのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本町におきます令和元年度の実質収支で

ございますけれども、もうこれは決算書を

御覧になったとおりでございまして、6,４

９１万9,０００円の黒字ということになっ

ているわけでございます。この実質収支は

令和元年度に限らず、これまで本町ずっと

黒字でございまして、赤字になったことは

一度もございません。ただ、これは財源不

足を補うために、先ほど小寺議員からも質

問ありました、財政調整基金を取り崩して
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それで黒字を確保しているというものでご

ざいまして、この財政調整基金の年度末の

現在高につきましては、平成２８年度をピ

ークに３年連続で減少しているというのが

実態でございます。どのように分析してい

るのかという御質問でございますけども、

このことを考えますと、実質収支は黒字で

はありますが、実質は財政調整基金を取崩

したための黒字でありますので、赤字とも

言えるというふうに分析をしているところ

でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  実質収支は黒字だが赤字とも言えるとい

う答弁ですので、これは本町にとっては決

して楽観的に捉える状況ではないと私は分

析できると思います。 

  これまでの地方財政の危機と呼ばれる状

況は、一つは昭和３０年前後の景気後退に

よる財政悪化であり、二つは昭和５０年前

後のオイルショックを契機とするマイナス

の経済成長によるものでしたが、今般の地

方財政は戦後３度目の危機とされており、

極めて長期にわたって、国の財政も地方の

財政もそうですが、そして世界的にもこの

財政というものが非常に最悪のランクであ

ることが挙げられております。自治体は企

業と違うんですが、その自治体は黒字を出

すこと自体が目的ではなく、いかに持続

的・安定的に住民に公共サービスを提供で

きるかが目的ですが、しかしこの自治体の

財政の収支状況については、赤字なのか黒

字なのかということを把握することは一番

重要なことだと考えます。先ほどの答弁に

ありましたように、この実質収支、また単

年度収支や実質単年度収支は、企業で例え

ますと毎年の黒字・赤字の増減額を表して

いるんですが、企業で例えると赤字が続く

ということは毎年の業績が悪いということ

で、会社は非常に厳しい状況になる。極端

な状況になれば破綻するということになっ

てしまうんですけども、自治体としてもも

たない状況になるということが懸念されま

す。そして諸外国と異なりましてこれから

の日本は急速な人口減少社会に突入すると

推計されており、本町も今後の１０年後の

人口推計を見通した場合、税収がどれだけ

減るのかも含めて、今後、公共施設もそう

なんですが、様々な計画を見直す必要が生

じてくるのではないかと思います。この加

速する人口減少時代に、特に生産年齢人口

の減少は自治体の税収減をもたらすのです

が、そうならないように様々な工夫を凝ら

して歳入を確保する必要があると思います。 

  そこで伺いますが、本町のこの実質単年

度収支の赤字の状況についてはどのように

分析しているのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  実質単年度収支のお話でございますけど

も、これは平成２８年度から赤字が続いて

いるという状況でございます。これは先ほ

ど申し上げましたとおり、財政調整基金の

取崩しが大きいために平成２８年度から実

質単年度収支が赤字ということになってい

るものでございますけども、これは税収の

減を初めとしました経常の一般財源が減少

傾向にあることと、それに加えまして本町

の場合、職員の年齢が高年齢化しておりま

して、平成３０年度、令和元年度と定年退

職者がピークを迎えるということによって

退職手当が大幅に増えてきたということが

実質単年度収支の赤字というような大きな

要因であろうというふうに考えているわけ

でございます。いずれにしましても経常経
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費を賄う財源が不足しているということが

基金の取崩しにつながりまして、実質単年

度収支が赤字であるということの原因でご

ざいますので、非常に厳しい財政状況であ

るということは認識をしているというとこ

ろでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  職員の退職手当、平成３０年から令和元

年がピークということで、そこがピークで

あるということなんですけれども、赤字の

原因をそのように分析されてるということ

ですが、例えば自治体がこういう実質単年

度収支、単年度収支、実質収支もそうなん

ですけれども、自治体が毎年度黒字を増や

し続けているということになると、これは

また自治体としては、そんなに黒字であれ

ば住民の福祉に回すとか、住民の生活の向

上のために財政を活用する必要があります

ので、自治体は黒字であれば財政を活用し

住民に持続的な公共サービスを提供してい

くということが自治体の目的でありますの

で、毎年度赤字が出るということは財政を

住民サービスに活用しているということに

なりますので、必ずしも悪いと言い切れる

ものではないと分析することができると思

うんですが、ただ、この赤字が何年も継続

するとなると問題だと思います。それは先

ほどのような企業で例えると毎年の利益が、

税収が、企業で言うと利益がどんどん下が

っているという状態になりますし、そのよ

うな状態が続けば、その企業はいずれ、そ

れを埋め合わせるために内部留保などで補

填しても、いずれはそれも底をついてしま

って補填できなくなるという状況に追い込

まれてしまうことが予測されます。自治体

においてもこの実質収支が黒字であっても、

先ほどの部長の答弁のように、それは財政

調整基金を切り崩して補填した結果の黒字

というものであって、またそしてその実質

単年度収支の赤字がさらに何年も続くとな

ると、財政が非常に厳しい状況が進んでい

るということになると分析することができ

ますが、今後本町の生産年齢人口の減少に

より税収が現状より縮小して、一方で高齢

者人口が増加すれば民生費も伸びる状況で、

さらに今、学校再編についても検討してい

る状況ですが、どのように考えているのか

伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今年の３月議会でお示ししました財政推

計におきましては、令和５年度の決算の時

点では基金の残高は９億6,８００万円に減

りまして、仮にその推計のベースのまま基

金が減少するというふうに仮定しますと、

令和９年から令和１０年度には基金が底を

つくと、枯渇するという推計になってしま

います。そうしないように今後とも豊能町

行財政改革プラン２０１９、これによりま

す歳出の削減策とか公共施設の統廃合、民

営化、さらなる委託化、非常勤化の推進、

それから広域行政の取組など経常的な経費

を圧縮しまして、基金の取崩しに頼らない

財政運営を目指して財政推計の改善を図り

たいというふうに思っているわけでござい

ます。 

  議員のおっしゃる生産年齢人口の減少、

それから高齢化、これによって民生費が膨

らんでいく、それからその中で学校の再編

を考えているというようなことの御指摘で

ございますけども、この学校再編につきま

しても財源のシミュレーションは既に議会

にもお示しをしたところでございました。

この学校再編の財政のシミュレーションは
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一般的な大規模な建設事業を行う場合と同

じような考え方をいたしまして、何年先に

基金が幾ら残るから、その基金によって賄

えるお金はこれだけであるというようなこ

とを逆算いたしまして出したものでござい

ます。ところが最終的には事業費の総額だ

けではございませんでして、その事業費の

総額に対して補助金が幾らあるか、それか

ら起債の償還に対して地方交付税がどれぐ

らい措置されるか、この２点が事業の実施

をするかどうか、可能かどうかの判断の材

料となるものでございまして、財政が持続

可能な範囲で学校再編には取り組んでいき

たいというふうに思っているところでござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  本当に人口減少時代に入ってますので、

持続可能な財政運営ということが非常に重

要になってくると考えます。 

  特に財源不足の事例として、新潟市の事

例を挙げますが、新潟市は約１１９億円の

財政不足が発生したんですけれども、新潟

市は人口５０万人で１９９６年に中核市に

指定されて、２００１年に１町、そして２

００５年に１３市町村と合併して、２００

７年に政令指定都市に移行しました。この

新潟市の一般財源の総額が2,４８９億円で、

新潟市が１１９億円もの財源不足となった

要因なんですけれども、これは公債費が約

２２億円増加し、少子高齢化の進展により

扶助費が約２８億円増加し、投資的経費で

は学校整備や中央環状道路の整備などによ

り約１０億円増加し、実質単年度収支の推

移がほとんどの年度において赤字が発生し

て、その実質単年度収支の赤字を埋め合わ

せるようにして財政調整基金を取り崩して

いるという状況で、結果１１９億円もの財

源不足が発生した事例なんですけれども、

本町は現在税収が増えてない状況で、先ほ

ど答弁にもありましたように基金も年々取

り崩してる状況ということなので、現行の

まま何もせずにこの基金を取り崩していく

と、本町もいつか基金が枯渇する状況にな

ることが懸念されると思います。新型コロ

ナウイルス感染症により東京都は財政調整

基金の９５％というすごい多額な財政調整

基金を東京都も使用しているんですが、全

国のこの地方財政の急激な悪化とこの臨時

財政対策債の償還財源の確保についても現

在懸念されている状況となっているのです

が、本町の臨財債の残高と、先ほども質問

が出ていましたが基金の推移について伺い

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  令和元年度決算におけます本町の臨時財

政対策債の残高でございますけども、４１

億7,７００万円でございます。これは本町

の起債の残高全体が５８億5,７００万円で

ございますので、７割が臨時財政対策債で

あるということでございます。なおこの臨

財債につきましてはその償還金が全額地方

交付税で措置をされますので、その点は申

し上げたいというふうに思います。 

  それから一方で基金残高もお尋ねでござ

いますけども、基金残高は先ほども申し上

げたとおり平成２８年度をピークに減少傾

向にあるというところでございます。お手

元の主要政策成果報告書の５ページにも基

金残高の表を載せておりますが、一般会計

でございますけども、平成２７年度は３０

億7,０００万円でございましたが、２８年

度に増えまして３２億5,５００万円でござ

います。減り出しましたのが２９年度から
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で、２９年度は３１億5,８００万円、３０

年度は２６億2,７００万円、そして令和元

年とは２４億3,７００万円と減ってきてい

るというところでございます。 

  議員が御心配なのは臨財債の償還原資が

基金で足りるかということかもしれません

が、そうではないんですね。 

  では以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  コロナに関連してちょっと臨財債のこと

も質問に出したんですけれども、臨財債は

地方交付税で措置されるんですが、コロナ

によるこの地方財政の急激な悪化により償

還財源の確保が懸念されているという状況

になっているんですけれども、自治体が臨

財債を発行すると将来措置される地方交付

税の増加分はそのまま元利償還金へ回すと

いうことになりますので、ウィズコロナ時

代に入りまして非常に日本の財政の先行き

が不透明な中での歳出の増大ということに

なれば、自治体の財政運営が今後さらに困

難になっていくことが懸念されると思いま

す。持続可能な自治体財政を運営していく

ためにも、今後の本町の基金残高や財政推

計については将来への備えとしてしっかり

と分析して、住民の皆さんにも正しい財政

状況を伝えて、今後の人口減少そして超高

齢化時代に合わせたさらなる行財政改革に

取組み、そして今後も財政推計を基に持続

可能なウィズコロナ時代の財政運営を行っ

てほしいと思いますので、ぜひその点をよ

ろしくお願いします。 

  それでは次の質問に移ります。 

  アフターコロナ時代に生き残る自治体財

政について質問します。 

  先ほども述べましたように、新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴いまして世界中の

価値基準と社会規範、また新しい生活様式

など大きな変化が起こっております。今な

お状況も刻々と変化しているんですが、今

後も継続的な注意が必要な状況にあると思

いますけれども、今回のこの新型コロナウ

イルスのパンデミックは経済の在り方につ

いて様々な影響を与えております。午前中

の質問にもありましたけれども、例えばデ

ジタル化の加速、そして企業では在宅勤務

にシフトして、大学でも講義、演習がオン

ラインに移行しました。新型コロナウイル

スにより社会のデジタル化が進み、コロナ

危機が社会の仕事の在り方や生活様式、そ

して都市や地方の在り方に非常に深遠な影

響を与えております。既に多くの企業がテ

レワークや在宅勤務を実施しており、恒久

化も検討されている状況ですが、新型コロ

ナウイルスによる国内及び本町の経済状況、

今年度及び来年度の税収、そして地方交付

税への影響について伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  将来を見通せないというのが現実でござ

いまして、お答えしにくい御質問でござい

ますけども、先ほども申し上げましたとお

り、アフターコロナということになります

とやはり国の財政が緊縮財政になるんでは

ないかなというふうに思っているところで

ございます。このたびの大きな国の補正予

算なんかを考えますと、どうしてもアフタ

ーコロナは国の財政縮小させて予算規模を

小さくするということになるんだろうと。

そうすると地方交付税の財源も縮小するん

だろうなというようなことが想定されます

ので、我々小さい町村にとっては地方交付

税そのものが減って、逆に先ほど御質問の

あった臨財債が膨らんでいくというような
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ことが考えられます。影響が非常に大きい

んではないかなというふうに思います。一

方で独自の財源の町税につきましても、町

内の事業者におかれてもコロナの影響を相

当受けられたというふうに思っております

ので、これが来年度からの町税に影響して

くるというふうに考えておりますけれども、

その影響がどれくらいなのかというところ

は、今はまだ想定はできていないというと

ころでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  アフターコロナとなりますと、部長の答

弁にありましたように、非常に国全体的な

が緊縮財政に入っていくということが懸念

されるんですけれども、このコロナの危機

によって人々の消費行動が都心から遠ざか

り、三密を避けて消費を行う結果、百貨店

や都心のファミリーレストランなどで消費

が減少する一方で、オンラインショッピン

グや郊外の食料品、日用品店の利用が増加

している状況となり、実体経済に顕著な変

化が起きているんですけれども、都市部や

地域経済の在り方にこのコロナは様々な変

化と影響を与えているんですが、例えば最

近ニュースでも報道されているんですけれ

ども、パソナが東京にある本社の主要機能

を兵庫県の淡路島に移動させて、営業、人

事部門などの社員約1,２００人を淡路島に

移動させるいうことが明らかになりました

が、新型コロナウイルスの感染拡大で、オ

フィスではなく自宅で仕事ができるため、

都心で高い賃料を払って東京に本社を置く

よりも、賃料の安い地方へ移動するという

ような考え方に変わってきている企業が見

受けられます。パソナの場合は淡路島であ

ると賃料が首都圏の１０分の１程度になり、

今後農業支援なども行うとのことですが、

このように都市部の企業が地方へオフィス

を分散することは都市部と地方全体の交流

人口の増大にもつながりますので、本町に

おいては例えば都心の企業や自治体と連携

して、本町の空き家の利用促進を進めると

いうようなことも新しく考えることができ

るのではないかと思います。現在ではこの

新型コロナウイルスにより国内経済や社会

に様々な変化が起こっているんですが、こ

の先どのような危機が待ち受けているのか

というのは分からない状況になってるんで

すけれども、その危機をできるだけ早く察

知して速やかに対応できるシステムの構築

が本町においても求められると思います。 

  そこで質問しますが、今後の第２波、第

３波のコロナ関連予算についてはどの程度

を見込んでいくのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今後この新型コロナウイルスの感染状況

がどうなるかということは、議員も含めて

誰も見通すことができないというふうに考

えているところでございます。今回この第

１波の感染拡大に伴う感染症の対策といた

しまして、国の新型コロナウイルス感染症

対策地方創生臨時交付金、この臨時交付金

を活用いたしまして町内の施設における感

染対策の充実、それから住民の生活支援、

また事業者の経営再建等の支援、これらを

図ったところでございまして、今後、今が

第２波かもしれませんが、今後の第２波、

第３波におきましても同じように感染症の

影響を受けました住民生活とか企業経営の

支援が施策の中心になるんだろうというふ

うに考えているところでございます。その

支援の対策の内容とか規模につきましては、

その第２波、第３波の感染拡大の状況、そ
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れから景気回復の度合い、また補助金等に

よります国の財政支援の状況、これらによ

りましてその都度検討するしかないという

ふうに考えておりまして、現時点で御質問

にお答えするような具体的な予算額につい

て算定をすることは困難であります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今後のコロナの影響というものは誰も見

通すことできない状況になってるんですけ

れども、アフターコロナにおいて自治体と

して住民の皆さんがコロナの危機にさらさ

れている中においても安心そして安全に暮

らすことができる行政サービスを提供して

いくことを今後も心掛けることが大切なこ

とだと思います。アフターコロナにおいて

も慌てることなく、地に足のついた自治体

運営を確実に行っていくことを要望して次

の質問に移ります。 

  自治体経営におけるＳＤＧｓについて質

問します。 

  以前もＳＤＧｓについて質問したんです

けれども、ＳＤＧｓは２０３０年までに社

会課題を考える際の国際的なとも通言語と

みなされており、日本を含めた国連加盟１

９３か国が署名しています。ＳＤＧｓは先

進国を含む世界全ての人と全ての国と人の

ためのもので、国そして地方自治体、企業、

市民など全ての参加を必要としています。

特にこのＳＤＧｓの１７の目標の中で目標

１１の住み続けられるまちづくりは、自治

体行政との関連が非常に強く、地域レベル

の取組が主体となるものと考えられていま

すが、ほかの目標においても自治体の取組

が期待されております。ＳＤＧｓの対象と

する教育そして健康、衛生、交通、住宅な

どの各種インフラ投資やサービスへの地方

自治体の関与は非常に高いとされているん

ですけれども、現在1,７８８自治体のうち

２４３自治体がＳＤＧｓに関する情報発信

を行っており、約１００自治体が総合的な

取組に着手、検討している状況で、ＳＤＧ

ｓをきっかけとして自治体と企業、大学、

ＮＰＯなどとの連携協働の動きも始まって

おり、様々な先行的な取組が進んでいる状

況ですが、本町は今後ＳＤＧｓに関連して

企業とパートナーを組んで行くことを検討

しているのかどうか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  ＳＤＧｓは、議員おっしゃいましたとお

り課題解決のための共通言語であると認識

しております。企業の集まりであります日

本経済団体連合会においても、企業の倫理

規定であります企業行動憲章を改定し、こ

の中にＳＤＧｓが盛り込まれております。

本町におきましても企業、大学、ＮＰＯと

も連携し、町民の皆様が安心して生活でき

るようなまちづくりに向けて、ＳＤＧｓの

１７のゴール達成に向けた取組の推進をし

てまいりたいと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  答弁にもありましたように、ＳＤＧｓを

活用して本町も企業や大学、ＮＰＯと連携

してこの１７の目標を共通言語として課題

解決にぜひ取り組んでいってほしいと思い

ます。 

  ＳＤＧｓの取組については企業と自治体

では連携するとしても取組の目的に違いが

あるんですけれども、企業活動は非常に幅

広くグローバルに展開していけるんですが、

自治体の活動範囲は行政区域内となります。

利害関係についても企業は取引先、消費者、
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株主などに対して、自治体は議会、住民、

事業者、教育機関などになりますし、この

ＳＤＧｓの取組の目的は、企業はビジネス

になるんですけれども、自治体は地域活性

化、行政サービスの提供などが目的となり

ますが、自治体にとってＳＤＧｓ活用のメ

リットは、先ほど答弁にもありましたよう

に地域課題をＳＤＧｓが網羅しており、共

通目的となってビジョンや総合計画、個別

の施策の検討や住民のＱＯＬの向上などへ

の活用が非常に期待されるんですけれども、

本町のＳＤＧｓへの取組は組織目標や個人

目標と連動しているのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃるとおり、御指摘のとお

りでございまして、そもそもＳＤＧｓその

ものが、それ自体が常日頃の行政活動その

ものを表しているというふうに考えており

まして、その目標に連動するとかしないと

か、連動させるとかさせないというよりも、

当然に職員とか組織の目標になるものであ

るというふうに認識をしているところでご

ざいます。その組織目標とか個人目標につ

きましてですが、一般に申し上げますと、

総合計画とか総合戦略等の中長期的な計画、

それから部署の懸案事項等を踏まえて目標

を設定するということが多いように思って

おります。現在、まちづくり総合計画を策

定中でございまして、この中にＳＤＧｓの

理念とか目的、目標を取り入れた計画とい

うふうになるように検討しておりまして、

この総合まちづくり計画策定後につきまし

ては従前同様に組織目標とか個人目標に連

動するものというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  答弁にもありましたように、ＳＤＧｓ自

体が自治体の仕事そのものだと思います。

ですので自然と組織目標や個人目標と連動

してくると思うんですけれども、特にＳＤ

Ｇｓ未来都市については、自治体の取組を

促す施策として非常に注目されているんで

すけれども、政府はＳＤＧｓ未来都市、自

治体ＳＤＧｓモデル事業を選定しています

が、本町はこのＳＤＧｓ未来都市等に応募

する予定があるのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  議員おっしゃいますＳＤＧｓの未来都市

ですとか自治体ＳＤＧｓモデル事業に選定

されている自治体があるということは存じ

ております。ただ、現時点で応募できるよ

うな施策が本町にはございませんので、今

後はこちらも視野に入れ検討してまいりた

いと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  ぜひこのＳＤＧｓ未来都市に応募すると

いうところも視野に入れて取組を進めてほ

しいと思います。特に早くからＳＤＧｓの

取組を進めている北九州市の事例を紹介し

ますが、北九州市は古くから九州と本州や

アジアをつなぐ交通の要所として栄えてお

り、日本初の製鐵所で４大工業都市の一つ

としても知られています。北九州市は工業

発展に伴う公害を、市民、企業、大学など

が一体となり克服して、環境都市として発

展した経験を基に、現在は高齢化や若者の

流出など総合的な解決を目指しています。

特徴的な例としましては、地域の学術研究

を生かした介護ロボットの開発、導入や、
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公害克服の経験を生かした官民連携による

水ビジネスの海外展開もあり、真の豊かさ

にあふれて世界に貢献し信頼されるグリー

ン成長都市が北九州市のＳＤＧｓ戦略の目

標となっています。北九州市はＳＤＧｓを

実行して活用することでよい施策につなが

っていると私は思います。 

  そこで伺いますが、現在の新型コロナウ

イルスにより世の中や社会の価値観や状況

が非常に変化してきているんですけれども、

新型コロナとＳＤＧｓについて行政経営の

総合計画やマネジメントはどのように変わ

っていくべきなのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  現在、国が示しております新しい生活様

式の浸透をこれからしていくと思います。

この中で感染症の対策の充実はもとより、

テレワーク等の働き方の多様化、それから

通勤・通学の変化による公共交通の在り方、

それから通信販売の普及による買物の在り

方など様々な場面で変化が始まってきてい

ると考えております。また、ＳＤＧｓの理

念がこのような中で広まることで、国民一

人一人の行動が変化し、このような変化の

中でもＳＤＧｓを意識した活動が実践され

るようになっていくと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  非常に新型コロナウイルスの影響で人々

の行動や社会の在り方や価値観が変化して

きているんですけれども、新型コロナウイ

ルスとＳＤＧｓの関係について特に強い関

連があると上げられるのは目標３の伝染病

の根絶なんですけれども、新型コロナウイ

ルスによる困窮支援は、ＳＤＧｓの多くの

目標と関連してきています。新型コロナウ

イルスにより温暖化ガス排出、そして大量

生産・大量消費といった産業革命以降の人

類の生き方そのものが問われてきている状

況になっているんですけれども、そのよう

なことからもこの新型コロナウイルス対策

はＳＤＧｓ対応になり、自治体の総合計画

や各種施策に取り入れて、平時にこのＳＤ

Ｇｓができていれば次の第２波、第３波の

感染症対策にもつながっていくと思います。

このコロナの原因になっている密集による

大都市の集中のリスクが広く認識されてき

ているんですけれども、密集する大都市か

ら密、集中でない地域の魅力が再確認され

まして、田園都市時代になる、そしてその

価値観も簡素や利他など精神的価値や芸術

志向が高まり、芸術田園都市構想などが求

められてくる時代になるとも言われており

ます。特に私自身も幼い頃からピアノを習

っていますので、ピアニストなどの芸術家

はビル街の密集する大都市よりも大自然の

中で暮らしたほうが感性が磨かれますので、

自然の中で生活している芸術家は世界的に

も多いように見受けられます。コロナ危機

により住宅についても大都市の密集でなく、

テレワークが進み、自然の中でオープンス

ペースの広い通気性のある住宅や公園が求

められるなど、住宅の在り方も変わってく

るとされています。本町もこの新型コロナ

ウイルスを単なる危機として捉えるだけで

なく、コロナの地殻変動により本町の大自

然の中で通気性のある住宅や公園そして芸

術とまちづくりが一体となるような芸術田

園都市構想を目指して、ぜひ今後とも取組

を進めてほしいと思いますので、それを要

望して私の質問を終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、寺脇直子議員の一般質問を終わ

ります。 
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  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。 

  次回は９月９日、午前９時３０分より会

議を開きます。本日は大変に御苦労さまで

ございました。 

 

散会 午後３時５８分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １２番 

 

        同    １番 

 

 


